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（午前９時５９分 開会） 

○水谷毅委員長 おはようございます。た

だいまから文教上下水道常任委員会を開

会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、三好俊範

委員を指名します。 

先日に引き続き、議案第２号及び議案第

１０号の審査を行います。 

質疑を続けます。 

嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 おはようございます。

それでは、まず、議案第１０号を１点だけ

お聞かせいただきたいのですけれども、配

水管整備事業で、今回、およそ２，５００

万円の減額ということになっております

けれども、これは単純な話でございますが、

その内容について、少しお聞かせいただき

たいなと思います。 

それから、平成３０年度の予算について、

何点かお聞かせいただきたいと思います。 

まず、今回、１日の平均給水量の見込みを

出していただいております。この量を見て

おりますと、水道ビジョンで当初予想され

ていた平成３０年度見込みと比べまして

も、少し減った量となっております。これ

は、この間、結審をした大口需要家のＪＲ

東海との裁判ということについては、この

中に見込んでいないのかなと思っており

ますけれども、そういった事実を踏まえて、

さらにどのような見込みを持っておられ

るのか、まず、その点について、お聞かせ

いただきたいと思います。 

それから、建設改良費なのですけれども、

これは今までないようなレベルで、今回、

予算をつけておられるのかなというよう

に思います。この問題につきましては、私

も以前から代表質問などでも取り上げて

きたところがございますけれども、まず、

配水池の耐震化につきましては、平成３５

年度までに５０％を目指すのだという話

があったと思います。鳥飼送水所の４号配

水池はもう既に終わられて、３号について

は、平成３０年度で終了されるのかなと思

います。これをもって、恐らく５０％は越

えられるのだろうと思っておりますけれ

ども、平成３０年度が終わった後の大体の

姿について、少しお聞かせいただきたいな

と思います。 

それから、その基幹管路なのですけれど

も、中央送水所と鳥飼送水所と結びという

か、つないでいる大変大きな管路です。こ

こを、確か平成２７年度から平成３５年度

の中で整備をしていくというお話であっ

たと思います。平成２９年度は、大体六百

数十メートルを耐震化、更新していくとい

う計画だったのかなと思いますけれども、

平成３０年度、予算としては大分膨れ上が

っておりますけれども、この間も話があっ

たかもしれませんが、大体、どの程度の更

新を見込んでおられるのか、少しお聞かせ

いただきたいというように思います。 

 それから次に、鉛管対策でございます。

この鉛管の状況につきましては、従前は、

我がまちは、ほかの類似する団体と比べて、

鉛管が残っている率が高いという状況が

あったと思います。しかし、この鉛管の取

りかえについては、相当に早いペースで進

めていただいていて、恐らく平成３０年度

で完了するのかなと思っておりますけれ

ども、少しその点について、お聞かせいた

だきたいなというように思います。 

 あと、水質検査体制の強化ということに

ついては、この間の決算の中でもお聞かせ

いただきましたけれども、かねてからの我

が摂津市の大変に大きな枷の一つであっ

たと思います。平成３０年度、この点につ
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いて、どのように取り組んでいかれるのか、

少しお聞かせをいただきたいなと思いま

す。 

 それから、最後に、昨日の楢村委員の質

疑の中にもあったのですけれども、大晦日

に管の破裂があって、大みそかにもかかわ

らず、職員の皆さんが出動するというよう

なことになったわけであります。あれを踏

まえて、いわゆる危機対応のマニュアルな

んかも見直していくという方向だったの

かなと思っておりますけれども、その点に

ついても、改めてお聞かせをいただきたい

なと思います。 

 それと、これに関連する話でございます

けれども、漏水率について、若干、摂津市

は残念ながら高い状況だったのかなと思

っておりますけれども、この管につきまし

ても、もしわかるようでありましたら、お

聞かせいただければなと思います。 

 １回目は以上で、よろしくお願いいたし

ます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

２番目にご質問いただきました予算書

の１ページの１日平均給水量という形。平

成２９年度は２万８，０８２立方メートル、

平成３０年度は２万７，３２９立方メート

ル、１日当たり７５３立方メートルの減少

というような形でございます。それに対し

まして、３６５日ということで、ある程度

のボリュームが出てくるのかなというと

ころでございますけれども、給水収益につ

きましての見込みでございますが、金額的

な給水収益につきましては、９３７万トン、

１８億９，０００万円、対前年度比で２５

万トンの減少を見込んでおるところでご

ざいます。 

過去の経緯を見ますと、平成２７年、平

成２８年は単年度で毎年、自然減で５万ト

ンくらいの減少、決算上の実績としても５

万トンのマイナスを計上してきたところ

でございますが、その間、平成３０年の見

込みにつきましては、千里丘新町のほうで

開発がございます。そのあたりで約６万ト

ンの増加を見込んでいるところでござい

ます。その中、大口需要家のほうで２１万

１，７００トンの減少。その他の節水、自

然減で約７万トンというふうなところで、

その７万トンのところなのですが、千里丘

新町のところが、ある程度の今までの大型

マンションの経緯で算定させていただい

ております。大口需要家の分につきまして

は、大体検討はついてくるかと思うのです

けれども、自然減のところは、見込みが立

ちにくいというところ。その中で、一人１

日何リットル使うかというふうな、それは

人口で計算しますので、仕事に来られてい

る方等々のことは入っていないのですけ

れども、年間一人当たりの使用量が減って

いるような状況を見込んでいるところで

ございます。ただ、実績値としては最終決

算で出てくるとは思うのですけれども、今、

予算上ではこのように考えているところ

でございます。 

それと、７点目のご質問をいただきまし

た危機管理、昨日の楢村委員、今、嶋野委

員からもご質問がございました。危機管理

マニュアルにつきましては、従前、もとも

との水道部のほうでマニュアルはつくっ

ておりました。その中で、マニュアルが時

代的にどうかなというところで、平成２７

年度にマニュアルを全面改正させていた

だきまして、大都市というか、他市のマニ

ュアルを見ながら、更新させていただきま
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した。その中で、今回、毎回でございます

が、当然、大きな大震災のスケールの問題

はそのステージで考えると。小規模、中規

模というふうな、ステージごとに対策を練

らさせていただいています。ただ、この前

の南千里丘の破裂事故、上下水道部として

の対策としては、大震災を大レベルと考え

れば、中レベルの対策を練らせていただい

ています。その間、上下水道部はまた下水

道の企業会計化を伴いまして、統合したと

いうところで、この平成２９年度からは、

上下水道というのは、上水と下水が別々と

いうわけでもなく、やはりこういう災害時

のマンパワーというのは、かなり必要にな

ってくるというところで、下水道を担当し

ている部署の職員にも研修を受けていた

だいて、水道のほうの対応にもできる。水

道の職員に対しても、下水道、緊急時の汚

水管の管づまりとかの対応の研修をしな

がら、マンパワーの増強というか、また、

マニュアルにつきましても、その辺も含め

て考えていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、嶋野委員のご

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、補正予算の件ですけれども、これ

は、今年度、配水管整備事業につきまして、

予定どおり工事の方は終わっております。

それで、当初見積もった金額よりもかから

なかったものですので、減額補正をさせて

いただいたということになっております。 

 次に、平成３０年度の施設改修事業費の

件で、まず、配水池の耐震化についてのご

質問について、お答えさせていただきます。 

 配水池の耐震化につきまして、委員がご

指摘のとおりですけれども、今回、３号の

配水池が平成３０年度で終わりますので、

これで耐震化率、容積比で５４．６％と、

５０％は上まわるということになってお

ります。 

 次に、きのうも話をさせていただいたの

ですけれども、中央送水所のほう、更新の

ほうもこれから手をかけていきたいと考

えております。これにつきましては、３，

０００立法メートルの分がありますので、

これで行きますと、あわせて６５％程度に

はなろうかとなっております。時期的には、

まだあと三、四年はかかる予定になってい

るのですけれども、次に掲げる目標として

は、それを考えているというところでござ

います。 

 次に、基幹管路について、ご説明させて

いただきます。 

 基幹管路につきましても、嶋野委員のご

指摘のとおり、平成２７年度から続けてい

るのですけれども、平成２９年度につきま

しては、約７８４メートル施工ができる見

通しです。これにつきまして、年間の進捗

数で、約３．３％伸びまして、全体として

は、２４．３％に行くだろうと予想してお

ります。 

平成３０年度につきまして、この基幹管

路は、約６９３メートルを予定しておりま

す。これで恐らく、約３％の進捗になろう

かと思っております。また、それ以外に、

南千里丘のほうで管路の更新もあります

ので、これでもまた全体としてはですけれ

ども、基幹管路としての更新は、実はあと

一、二％上がるような見通しを立てており

ます。 

次に、鉛管対策についてなのですけれど

も、平成２９年度で一応、鉛管対策事業と

しては完了しております。これは何を意味

するかというと、まとまった地域としては、

今、私どもが把握している中では、もう本
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市にはないと考えております。ですので、

鉛管対策事業としては、平成２９年度で終

わっていると考えております。 

次に、水質検査体制の強化ということで、

平成３０年度はどのような取り組みをす

るのかというご質問について、お答えさせ

ていただきます。 

水質検査につきましては、やはりその水

質検査の技術の向上を考えております。職

員それぞれが検査技術を一定のラインま

で、ある水準までは上げていくと。この検

査の手法、水準を上げていくということを

年々やっていかなければいけないと思っ

ています。少しずつ段階を上げていくとい

うことで、検査の技能の向上を図っていき

たいと、このように考えております。 

次に、漏水についてのご質問について、

お答えさせていただきます。 

私どもは漏水調査のほうは行っており

ます。３年に一回、市内を回るような形で

やっているのですけれども、それ以外はや

はり地域ごとに漏水が考えられる場所に

つきましては、発注だけではなくて、職員

の調査も含めて場所を決めて、問題がある

ところについては探していこうとしてお

ります。ただ、漏水は表面に出ている分に

ついてはわかるのですけれども、地中に入

っているものは、なかなかその場所が見つ

けにくいということがあります。音響調査

もやっております。あと、目視でわかる部

分については、できるだけ早く見つけよう

ということを日々努力している最中でご

ざいます。 

以上です。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 今、樫本課長のほ

うが答弁させていただきましたが、基幹管

路の分でございますが、今年は大きくなっ

ていると。水道ビジョンはもともと平成２

６年度に作成しました。その当時の水道部、

そこでも苦渋の決断というか、ある程度の

決断をさせていただきまして、普通の配水

管、配水小管、配水中管というのは施工し

ないという状況を打ち出したところでご

ざいますけれども、その間、そのときにも

お話しさせていただいたのですけれども、

随時その水道ビジョン途中で漏水が多い、

市民様にもご迷惑をかけるところが多い

部分につきましては、随時その基幹管路の

計画とは別に、一緒にやらせていただくと

いう形、今回、全部で１１路線ございます

けれども、そのうちの４路線につきまして

は、漏水がその間ありまして、当然、その

とき市民様にもご迷惑をおかけしている

状態なのですけれども、そこの分につきま

しての更新を進めていきたいというふう

なところも含めて、金額的に大きくなって

いるというのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思っておりま

すけれども、まず、議案第１０号の補正の

ところなのですけれども、当然、工事を発

注していくわけですから、契約をしていく

と。その差金というのは当然出てきて、そ

れをずっと積み立てというか、積み上がっ

ていって、およそ２，５００万円になって

いるのだというお話ですよね。恐らく、私

が、何を言いたいのかというのはよくおわ

かりだと思うのですけれども、結局、工事

は発注をすると、絶対に差金が出てくるわ

けです。これを年間に幾らもされるわけで

ありますから、当然、そこは当初の見込み

に対して、やはり年度末に締めたときには

相当な金額になってくるのだろうなと思
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います。そうなったときに、私は補正を組

んででも、これを途中で大体２，５００万

円くらいだというのは恐らく読めたと思

うのです。そうなると、そこをどこかの工

事に充てられたのではないかなと思いま

す。いわゆる配水管は難しいかもしれませ

んけれども、給水と言われるところであり

ましたら、１本の工事もそんなにかからな

いだろうと思います。そうなってくると、

結局漏水なんていうのは、配水管だけの話

ではなくて、給水管でもあり得るわけで、

そういうことを考えると、そういったこと

を見込みながら、私はいろいろなところを

少しでも早いペースで進めていただきた

いなと思います。それは、何も消費ではな

くて、将来への投資でありますから、私は

そういう発想で、ちょっと無理なことを申

し上げているかもしれませんけれども、ぜ

ひ、そういう発想でもって事業に当たって

いただきたいなと思いますので、これはよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、１日の給水量の見込みの話で

ございますけれども、節水意識が浸透して

いくというのは、私はいい方向だと実は思

っています。ただ、経営を考えると、大変

厳しいということは、それは当然の話でご

ざいますし、今回、具体的な名前を申し上

げてしまいましたけれども、大口需要家の

給水量が恐らく相当減るだろうというこ

とも見込まれる中で、水道としては非常に

厳しい経営になるわけですよね。これはい

たし方ないところがあるわけなので、ぜひ、

そこら辺の推移もちょっと見ていただき

ながら、当初に立てられた見込みがありま

すけれども、さらにこれから給水量が減少

するなといったことが見込まれるときに

は、しっかりとそのサイズに合った経営を

していただくしかないのかなと思ってお

りますので。まずは、推移というか、よく

見ていただくということなのかなと思っ

ておりますので、この点についても、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それと、配水池と基幹管路の件でござい

まして、恐らく今までにないくらいの予算

を今回もつけていただいているのかなと

思います。その一つには、配水池の耐震化

にいち早く取り組んでいただいたと。その

ことが非常に大きな、今度はいわゆる基幹

管路に回せるということになってきたの

かなと思っております。そこについては、

私も高く評価をしているところでござい

ます。 

 １点お聞かせいただきたいのが、これは

あくまでも私の新聞の中での情報なので、

詳しいことはよくわからないのですけれ

ども、先日、読売新聞の中で、堺市の事例

が載っておりました。これは何かといいま

すと、いわゆる施設から、いざというとき

の避難所になる小学校の管をいち早く耐

震化していこうということなのです。今ま

での、例えば、危機が起きたときの対応に

ついては、配水池の弁を落として、行って

いる水の量を確保して、さらにまだ自己水

でありますから、そこも活用して、運んで

いくという発想だったと思います。このこ

とについては、そのとおりだろうと思うの

ですけれども、恐らく、この堺市の事例と

いうのは、それだけではなくて、直接、い

わゆる施設と避難所とを結ぶ管路を強く

していこうということなのだろうと思い

ます。恐らく、その辺のことについては、

どうなのかよくわかりませんけれども、状

況についてお聞かせいただきたいなと。 

 今後、いわゆる危機対応、危機管理とな

ったときに、そういう発想でもこれからや

っていけそうなのか、どうなのかというこ
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とについても、少しこの点についてはお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 それから、鉛管対策については、もう平

成２９年度でほぼ完了したということで

すね。ありがとうございました。ここは本

当に早いペースで進めていただいたなと

思っております。本当にこの点につきまし

ては、ありがとうございました。 

 それから、水質検査体制のことなのです

けれども、もうちょっと具体的に、その検

査の技能を上げていきたいというお話で

ありますけれども、これは以前からこのま

ま水質検査体制の強化ということについ

ては、やはり長らく課題であったわけです

よね。ずっとその点については取り組んで

こられて、今、どの程度の評価をされてお

られるのか。今後、新たにどういった課題

があるのか。それから、やはり技術の継承

ということになってくると、当然、今持っ

ているノウハウを次の世代に引き継いで

いくということになってくるわけですよ

ね。そういった体制が今できているのかと

いうことについても、少しお聞かせいただ

きたいなと思います。 

 それから、危機管理についてのマニュア

ルの点についても、漏水率のことについて

も理解をしたところでございますので、こ

の点については、引き続き対応に当たって

いただきたいなということを要望として

申し上げておきたいと思います。 

 以上で、２回目、よろしくお願いいたし

ます。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員の２回

目のご質問でございます。 

 ３番目にご質問いただきました配水池

と基幹管路の関係でございますが、堺市の

事例でございます。その考え方というのが、

緊急避難所への配水管をいち早く整備す

る。例えば、病院とかもそうですかがその

辺の部分で、それは言われている通りでご

ざいます。当然、緊急避難所に水が送れる

ような状態というのは、確立していかなけ

ればいけないと。その点で、堺市とか大阪

市とか、大きな市は財政規模が大きいと、

ある程度そこの専用管という形での投資

ができるかと思うのですけれども、摂津市

の場合、先ほどからお話しさせていただい

ている収入の収支均衡の部分でございま

すが、当然、最終的にはそういうふうな病

院とか避難所には次の一手としてはそこ

の管をやりかえていきたいなと。現状とし

ましては、そこに持って行くための幹の管

というか、大きな管を今やらせていただい

ているというところでございます。 

 ただ、嶋野委員がおっしゃるとおり、緊

急避難所の部分につきましては、特に東日

本大震災以降、そこをどうしていくかとい

うことは、内部でも協議させていただきま

した。管路の更新がそこまで追いつかない

とか、できないという状態の中で、東日本

大震災の経験の中で、とりあえず、摂津市

の水道に対する管路の更新は難しい中で

は、仮設タンクを、毎年二基ずつ買ってい

ますけれども、水道の一時避難所には、各

小学校とコミュニティプラザと、１１か所

に仮設タンクを置いて、給水タンクをそこ

で水を入れるだけの作業にするというよ

うな方法を取りながら、仮設タンクを年に

２基ずつ買って、１１か所。とりあえず、

そこの分でいざというときには水を入れ

て、堺市に比べましたら、なかなか時間が

かかる状況ではございますけれども、現状

の方法よりもベストかなという形で体制

を取らせていただいているところでござ

います。 
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 以上でございます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、水質検査につ

いてのご質問にお答えさせていただきま

す。 

 水質につきましては、水道法にかかわる

水質の基準を定められておりまして、これ

で既に５１項目の検査のほうを随時やっ

ているのですけれども、これにつきまして

ですけれども、自己分析と委託で分析する

分と、両方ございます。水質検査の項目の

水質管理、目標の設定項目というものの中

では３７項目が市のほう独自で分析して

いる分でございます。これらについても、

それぞれいろいろな機器がございます。こ

の機器それぞれについて、今は水質検査の

担当が２名いるのですけれども、２名がそ

れぞれ一人ずつでこれを扱えるようにと

いう形のことが、まずは目標だろうと思っ

ております。今の時点では、１名について

は、ほぼできるのですけれども、もう１名

はこれから進めていかなければいけない

ところがありますので、それをやっていく

のがまず基本だと思っています。 

 それから、毎日検査の分がまた別にあり

ます。これにつきましては、やはりほかの

係の職員、特に太中浄水場にいる職員につ

きましては、どのような場合でもできるよ

うな形になっていくというのが、まず最低

限の今のところの目標だと考えています。

これもやはり項目がございますので、それ

ぞれ技術のほうをまず検査ができるよう

なことになっていくように、今、指示して

いるところでございます。 

 それで、技術継承につきましては、やは

り文書でやり方を覚えていくということ

が一番いいことだと思っております。今、

話をさせてもらっていますとおりに、技術

を今学ぼうと、技術を習得しようという人

間がおりますので、それに対して、知って

いる人間がどのように教えていけばいい

かということで、これでマニュアルづくり

ができると考えております。ですので、マ

ニュアルの作成、これは非常に大事だと思

っておりますので、これをやりながら、こ

れをつくり上げることで、今度新たな職員

が来たときでもそれができるようなとい

う形で、技術継承というような形の道しる

べになればよろしいかなというような形

で考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 施設の話で、少し堺市

を一つの例として、提案ではないですけれ

ども、投げかけさせていただきました。今

まで摂津市がやってきた方向性は、私は全

然間違っていないと思っていますし、その

とおりに進めていただきたい。計画どおり

に、要は中央送水所と鳥飼送水所と基幹管

路をまずは強くしていくというところは、

これはまずやるべきことなのだろうと思

います。 

 その後の話なのです。きのう、楢村委員

もこの点について質問しておられて、例え

ば、正雀一津屋線の下の管路であるとか、

あるいは、大阪高槻線の下の管路であると

か、そういったことも今後やっていかなけ

ればいけないのだというお話がありまし

た。それと合わせてというか、その考えは

もちろんありますけれども、ただ、私が先

ほど申し上げたようないわゆる避難所と

施設とを直接つないでいくようなところ

を強くしていくということも、また一つの

発想なのでしょうということです。なので、

まずは、今やっているこの鳥飼と中央送水

所をしっかりと強くしていただいて、その
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後の話としてどうするのかということに

ついては、しっかりと検討していただきた

いなというように思います。これは要望と

して申し上げておきたいなと思います。 

 それから、水質検査のことでありますけ

れども、お二人おられて、お一人は十分で

きると。もうお一人の方が、今、必死で学

んでおられるというお話ですよね。私の根

本的な問題意識の中では、これから水質の

問題について、さらに技術が求められてく

るのではないかなというのが根本として

あります。これは以前にも申し上げたと思

いますけれども、井戸水は純粋に、いわゆ

る淡水ですよね。揚水できるような状態か

ら、海水が混じっていくような状態が予想

されるのだというようなお話がある中で、

水質の管理ということについても、今まで

と違ったというか、新たな技術も要るので

はないかなと、実は私は思っているところ

でありますので、そういった問題意識の中

で聞かせていただいております。ですので、

まずは、今持っておられる技術をしっかり

と継承していただく。マニュアルもつくっ

て、文書で伝えていくと、当然やっていた

だきたいと思っておりますし、それとあわ

せて、さらにいろいろな技術を学んでいた

だけるような体制づくりということにつ

いても、今後少し目を向けていただければ

なということを、これはもう要望として申

し上げて、終わらせていただきます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、既にいろいろと

議論が行われておりますので、重なりをで

きるだけ省いて、絞ってお聞きしたいと思

います。 

 給水収益、水道料金、今も少しご答弁に

ありまして、確認の意味でも、ちょっとお

願いいたします。 

 当初予算の比較だけで見ますと、水道料

金、給水収益が大きく落ち込んでいると。

平成２８年度決算、平成２７年度決算です

ね。平成２９年度の見込みの売り上げとい

いますか、水道料金は約１８億円、１９億

円弱くらいの金額の当初予算となってお

ります。大口需要家の問題もございますが、

この上下水道、今も大分詳しく説明された

のですけれども、改めてもう一度お願いい

たします。 

 自然減、それからマンション開発、大口

需要家の減少等々でこの予算が組まれて

いるというようなことを、確認の意味で、

もう一度教えていただきたいと思います。 

 それから、この水道料金につきましては、

北摂７市の中で、摂津市の水道料金の水準

が高いということで、市民から引き下げを

求める請願が議会に出されました。本会議

では、残念ながら否決されましたけれども、

近隣市と比べての水道料金の高さに対し

ての市民の声、８，０００人を超える署名

があるわけですので、これにはしっかりと

正面から向き合って、真摯に答えていく必

要があるのではないかなというふうに思

います。 

 改めて、平成３０年度のこの料金体系、

引き下げ、もしくは引き下げを検討してい

くような動きなどを含めて、動きがあるの

か、検討される余地があるのか、その点に

ついて、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、水道料金の収納のことについ

て、お聞きしたいです。 

 さまざまな公共料金があって、市民の皆

さんは納付書によって振り込みをされた

り、口座振替などによってお支払いをいた
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だいていると。とりわけ、公営企業であり

ます上水道、下水道については、使用料と

いうのは大変重要なものになっているか

と思います。同時に、今の経済状況や市民

の所得の減少の中で、公共料金の支払いが

困難になっているというような方々も少

なくないと。私どものところにも、国民健

康保険料であったり、介護保険料であった

り、税金や水道料金の支払いがたまってい

るのだということでご相談をいただいた

り、督促状や水道がとめられるというよう

な通知が来て、慌てて相談に来られる方も

少なくございません。市民の生活の状況か

ら、そういったやむなく支払えない、滞納

しているというような方が決して少なく

ない人数いらっしゃるかと思いますけれ

ども、この水道料金の対応の状況、それか

ら、滞納されている方に対する支払いのお

願い、督促であったり、または、場合によ

っては、誠意のある対応をされない、支払

えるのに払わないような方に対して水道

をとめざるを得ないというような通知が

出されるようなケースとか、その点につい

て、平成２９年度から平成３０年度に向け

ての推移を含めて、どのようにお考えにな

っているのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、受水費について、お聞きして

おきたいと思います。 

 大阪広域水道企業団からの受水費の単

価引き下げによりまして、平成３０年度に

は総額で約２，０００万円影響があると。

市のコストが減少するということであり

ますが、この予算書を見ますと、単純に平

成２９年度と比べると、約４，０００万円

減額になっておりますので、この辺の違い

について、単純な質問ですが、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、今、嶋野委員からも、昨日の

質疑でもございましたけれども、水道施設

の耐震化のことについてでございます。 

 配水池の耐震化率の進捗であったり、太

中浄水場の耐震化などについて、順次進め

ていただいていて、計画も今、ご説明をい

ただいたかと思うのですけれども、基幹管

路の耐震化率について、少しお聞きしたい

と思います。 

 なかなか総延長２８０キロほどの中で、

毎年６００メートル、７００メートル頑張

っていただいて、耐震化を進めていただい

ているということで、大変困難であるけれ

ども、重要なお仕事だというふうに思って

います。 

 この耐震化率の考え方として、耐震能力

のある耐震管と通常の耐震管であっても、

耐震に適合している土壌の状況によって

耐震化ありとみなされるような、耐震適合

率というような考え方があって、いろいろ

なところで厚生労働省の資料等も見たり、

この間、いろいろヒアリング等でお聞かせ

いただいたりしてきているのですけども、

現状の摂津市の耐震化率というのは、耐震

適合率で見ておられるのか、または、摂津

市の土壌の特徴から、やはり困難な点、ま

たはよい面、利点があるのかどうなのか、

そういったことを加味して、耐震化率をど

のように進めていくのか。優先順位もある

と思いますので、その進め方について、お

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、企業債について

でございます。今回もさまざまな工事が行

われる中で、企業債が発行されております

が、企業債の発行残高の推移等、考え方を

含めて、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 
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 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員の１回

目のご質問にお答えさせていただきます。 

 給水収益につきましての当初予算分、先

ほどの嶋野委員からの答弁でもさせてい

ただいたところでございますけれども、平

成３０年度予算、収益的には、給水収益は

対前年度２５万トン減少しているという

ようなところでございます。その中で、あ

る程度の一般用の部分がかなり減少して

いると。先ほどの千里丘新町の増は見てい

るのですけれども、大口需要家のマイナス

面がかなりきついというところでござい

ます。 

 その中で、私ども市の中でもいろいろ吟

味というか、予想はなかなか立てにくいと

ころでございますけれども、少し目線を変

えて、供給単価というところに目線を持っ

てきますと、供給単価にしまして、使用者

の皆様からいただく１立方メートル当た

りの単価は年間収益からの有収水量で割

ったという。指標的なものでございますけ

れども、その中で言いましたら、平成２８

年度決算で１９４円、平成２７年度は１９

５円８９銭という単価で、平成２８年度の

決算で１９４円、平成３０年度に至りまし

ては、その部分におきまして、供給単価と

しても１８７円で、７円ほど下がっている

ような状態のなかで言いますと、給水量は

大口需要家の部分が減った分で、単価は減

少している状況でございますが。先ほども

お話ししました７万トンの減というとこ

ろは、見込みとしては、当然節水を進める

環境面も含めまして、節水はされて、この

分もございますけども、環境的にはいいと

いうか。ただ、私どもの経営上には自然減

というのが、平成２８年、平成２９年は大

体５万トンの減を見込んでいたのですけ

ども、この間、減少率も増加としてござい

ます。その中で、当初予算は７万トンとい

うところで試算しているところでござい

ます。 

 それと、水道料金の値下げの部分でござ

いますけれども、昨年度も委員会を開いて

いただきまして、その中で行きますと、平

成３０年度予算というか、値下げについて

でございますけれども、確かに、大阪広域

水道企業団の単価はこの４月から３円、消

費税抜きでございますが、７５円から７２

円の値下げという状況を見ているところ

でございます。ただ、そこの部分につきま

しても、４番目の質問と少しかぶるところ

がございますが、受水費は大体、先ほど安

藤委員がおっしゃられたとおり、２，１１

６万円、短期的に見れば、平成３０年度は

１億４，６５６万円の減少というような収

益でございますが、長期的に見ますと、先

だっての代表質問で私どもの部長のほう

の答弁がございましたが、平成３５年度に

は約１割の給水収益が減少していくと、そ

の中で、耐震化、施設更新をして行く。た

だ、上下水道部としましても、ただ収入が

減って、支出が現状維持だから、値上げ、

値下げという段階ではなく、ただ、内部努

力もさせていただきまして、当然、アウト

ソーシングも含めまして、企業努力を進め

る中で、できるだけ、値下げとは難しいで

すけれども、値上げに対してはしないよう

に、維持はしていきたい。ただ、今回の水

道ビジョンの中では、ある程度そういうふ

うな部分を含めた結論的に、現状維持の部

分につきましたらどこまで行けるかとい

うのは吟味していきたいところでござい

ます。 

 それと、先ほどの４番目のご質問ですが、

受水費が約４，０００万円減っているとい
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うことで、そこは当然、先ほどの大口需要

家の分と自然減の分の受水費を試算させ

ていただいているというところでござい

ます。 

 それと、水道施設の耐震化の考え方、安

藤委員にいろいろ見ていただきまして、確

かに、耐震化率と耐震適合率ということで

ございます。これは管自身の問題もさるこ

とながら、大地震の中では地盤動の水平移

動と垂直移動の関係がございまして、その

中で、地山というか、山の地盤の動き、例

えば、阪神淡路大震災でいいますと、ポー

トアイランドとか、ああいうところは埋立

地なので、流動化しやすいと。この近辺で

言いますと、池田市とか箕面市とか、やは

り山の部分、山裾というかの部分で地盤的

には堅い。ただ、私どもの摂津市におきま

しては、平地で山の部分がございませんの

で、地山の部分で、耐震適合率というのは、

俗に言う私どもの使わせてもらう耐震管

とワンランク下がった、言葉的には難しい

のですが、Ｋ型継手というのを以前から使

っていたものですけれども、そのＫ型継手

も、地盤さえよければ耐震管、耐震管では

ないですけれども、耐震適合管であるとい

う、そこを含めるか、含めないかというと

ころでございます。安藤委員に見ていただ

いた中では、全国的にですから、個々の近

辺でいいましたら池田市とか箕面市とか、

耐震適合率が高いかと思います。そこは地

山の部分に水道管を入れているかという

ところで、耐震適合管を入れる、入れない。

摂津市の場合、耐震適合管については、統

計上はゼロで考えているところでござい

ます。 

 最後に、６点目の企業債についてでござ

います。 

 企業債につきましては、一定配水管整備

等々で、今年借り入れの予算をさせていた

だいているところでございます。企業債償

還としましては、現在償還している分につ

きましては、昭和６３年から平成２９年度

まで約５７億円の企業債の償還を行って

いると。その間、いろいろと事業拡張があ

り、現在は維持管理の状態というところで

ございます。平成３０年度におきましては、

企業債として、財務省から約３億６，５７

０万円、地方公共団体金融機構から４億８，

６００円、合計８億５，１７０万円の借入

を予定しているところでございます。平成

２９年度と比較しましても、２億８００万

円の増加をしているところでございます。 

 半面、企業債の償還でございますが、企

業債の元金償還として、平成３０年度は１

億３，９５８万円、地方公共団体から９，

１１８万円、合計２億３，０７６万円の償

還を予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長  

林部参事。 

○林上下水道部参事 水道料金の収納状

況ということで、やむを得ず支払えない方

の滞納整理のことについての問いにお答

えいたします。 

 現在、料金課では、毎月、地区を分けて

停水を執行しております。もちろん、事前

に分割のお約束とか、そういうお約束をい

ただいた方については、分割をさせていた

だくと。なおかつ、公共料金、電気もガス

も一緒ですけれども、当然、お使いになっ

た分を後払いでいただくという形になっ

ておりますので、そういう方で水道の使用

量が多い方については、できるだけ水を使

わないような状況で何とかできないか、お

住いの人数によってどれくらいお使いに

なるのかというようなお話もさせていた
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だいています。 

 通常、一般家庭は２か月に一回の請求で

すので、当然、今、未納がなくて、一度に

支払えないという方については、間の月に

幾らか頂戴して、２分の１にするとか、そ

ういう方法でお話をさせていただいてい

ますし、何回か未納のある方については、

新規の発生分は頂戴したいと。その間の月

で今までたまった分を分割してお支払い

でいただくとかという形の相談をさせて

いただきます。 

 支払い能力があるのに、面倒くさくて銀

行に払いにいかないとか、コンビニに行か

ない方については、上下水道部までお越し

いただいて、全額お支払いただくと。そう

いう方については、当然、停水作業も行い

ますので、再開栓手数料が１，０００円か

かりますけれども、それも含めて、全額お

支払いいただくというような形を取って

おります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 給水収益について、それか

ら、施設の更新や老朽化、耐震化の整備等

で、経営体質そのものは非常に優良な企業

でありながら、先を見ながら、安定的な水

を供給していくための体制を万全なもの

にしていこうと思えば、なかなか給水収益

を引き下げるということは難しいという

ようなことは、この間も何度もいろいろと

お話をお聞きしてきたところであります。 

 同時に、今の市民の生活の状況から言っ

て、もちろん使った水であるし、後払いで

あるし、しかも低廉な料金ということであ

るのですけれども、支払いがなかなか困難

になってくるという方というのはふえて

きているのではないかなというふうに思

います。２か月に一回で、昨日も三好委員

から、ちょっと忘れてしまうというような

方もそれは当然あるでしょうし、たまたま

その月、口座にお金が入っていなくて、落

ちなかったというようなケースもあるか

と思いますけれども、累積的にたまってく

るというようなことというのは、やはりそ

れなりの理由があるかと思います。今、課

長からもおっしゃられたように、なかなか

もうたまってしまったものを放置されて

しまう。もちろん、放置をされるには、い

ろいろな事情もあるかと思うのですけれ

ども、そういったことについて、やはり公

営企業といえども、公営という立場から、

しっかりその状況も見ていく必要がある

と思います。相談に来られた方については、

お話しされたように、分割であるとか、一

定の相手の事情に沿って相談にも乗って

いただいているのかなと思うのですけれ

ども、この間の水道料金の一回、二回の未

払いではなくて、累積的にたまってくるよ

うな方々の数というのは、件数としてはふ

えているのかどうか。水道料金の支払いが

できなかったときに、支払いをしてくださ

いよというような督促かご案内というの

が出される。その後、まだ支払いをされな

い場合はこうなりますというようなルー

ルのようなものというのは、こういった手

順でこうなって、最終的には停水というこ

とに至るよというようなことになるかと

思いますけれども、それぞれのルールと、

それぞれの一番深刻な状況になっていく

件数、そして、その事情というのをどのよ

うに把握して、それに対してどう対応をさ

れているのかとか、平成３０年度に向けて、

平成２９年度までの体制が私もしっかり

と理解できていないので、基本的なことを

含めての問いになりますけれども、お教え

いただきたいなと思います。 
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 それから、これは、ここで言うことでは

ないのかもしれませんけれども、給水収益

の減少の大きな理由に大口需要家の問題

があって、裁判のほうも地下水汲み上げの

問題では、最高裁が摂津市の訴えを棄却し

てしまったと。非常に私としても不当な判

決だと思っております。これは環境にかか

わる問題ですから、民生常任委員会の所管

になってくるかと思いますけれども、水道

のこの事業にも非常に大きな影響を与え

てくると。しかも、環境保全協定が実質上

骨抜きになるような判決ということにな

りますと、今後、地下水を汲み上げて事業

活動をやっていくというところが出てく

ることも十分に考えられると思います。そ

うした状況について、水道としてどのよう

に見るべきなのか。 

 前回も少しお聞きしたのですけれども、

これもここでやるべきものなのかわから

ないので、ちょっと整理していただいたら

と思うのですけれども、水循環基本法とい

う法律が、理念法としてつくられていると。

地下水を含めて、水というのは公共の物だ

というような理念、哲学は、理念法として

はつくられましたけれども、個々の地下水

の制約については、個々の法律はまだ未整

備のままという状況になっておりますが、

地下水の汲み上げについて、地域全体の財

産として、それを水道として使うのであれ

ば、一定の負担金なり協力金なりを求めて

いくということが考えられるのではない

かなと私は思っています。 

 今回の最高裁の棄却を受けて、もちろん、

環境部のほうでもいろいろと考えていか

れると思いますが、上下水道部として、こ

の問題をどのように捉えていくのか、お考

えをお聞かせいただきたいと思います。少

しはみ出ているようであれば、整理してお

答えいただきたいと思います。 

 受水費については、わかりました。大阪

広域水道企業団からの受水単価が減りま

すので、たとえわずかであっても、これは

市民に還元してほしいというのは、一般的

な市民の、私の感覚であります。水道料金

そのものについては、値下げをしていくと

いうのは非常に難しい、検討が難しくて、

何とか値上げを抑制していくということ

でありますが、他市の状況と比べて、平成

３０年度はどのような状況になっている

のか。まだ他市のほうが定まっていないの

かもしれませんけれども、改めてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 基幹管路の耐震化についてです。私もよ

く理解できていないのですけれども、ご答

弁に対して理解不足なのですけれども、要

は、摂津市の場合は、水道管そのものの耐

震化のある水道管を布設して、耐震化率と

して見ていくと。適合率というものは、管

としては、耐震化はないけれども、埋設さ

れている土壌が強固なものになっていて、

同じような揺れであっても大丈夫だと、適

合しているよということなので、いわゆる

耐震化率よりも高目に出ている、それを示

している数字はあるけれども、摂津市の場

合は、管としてしっかりと見ていくという

ようなことなのかその確認です。 

 それから、摂津市の場合は、安威川以北

と以南とでは大分土壌も違っているので

はないかなというふうに思いますけれど

も、そういう点で、土壌の違いによって、

同じように耐震化の能力のない水道管が

まだまだ７割から８割という状況の中で、

優先順位がおのずとそういう形では出て

くるのかなと思うのですけれども、その点、

摂津市の地域の土壌と耐震化の整備につ

いての優先順位などについて、加味されて
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いるのか、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 企業債についてですけれども、償還のお

話と発行の額がありましたけれども、企業

債の残高というのはどんなふうになって

いるのか。もちろん、水道の場合は企業債

というと、この工事に対しての企業債とい

うことでありますから、工事が多くなれば

企業債がふえると思います。償還をしなが

ら企業債を充てていくということであり

ますが、摂津市全体の大きな財政的なお話

の中で、償還額を上回らない企業債という

ような考え方もありました。それにとどま

らない水道では特別な事情があるのかな

と思いますけれども、その辺のお考え方も、

少しご教示いただけたらと思います。お願

いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

２回目のご質問でございます。 

 水道料金の他市の状況でございますが、

そこの部分につきましては、一定、現状で

私が把握しているところは前回にもお話

しさせていただきましたが、水道料金の単

価設定的には、府下で言うと、大体、中程

度というようなところで、その後の展開と

しての変更点は情報収集できていないと

ころでございます。 

 それと、摂津市の地盤の分、答弁のほう

がなかなか説明的に正確にお伝えできな

かったのですけれども、ここの分につきま

しては、摂津市がどういうふうな地盤と確

定しているのではなく、国土交通省と厚生

労働省の中で地盤変動、日本全体の中で地

盤状況、その中で大阪府の地盤はどうかと。

俗に流動化です。地盤がどれだけ流動化す

るか。地下水面の問題もございます。比較

的、安威川以南も工事のほうをやらせてい

ただいて、比較的安威川以南のほうは水位

は高いというふうには思うのですけれど

も、その辺でどれだけ管が抜ける、抜けな

いというか、発想的には、地盤がどれだけ

動くかというようなことで考えていると

ころでございます。ただ、地盤の部分での

優先順位というか、今の計画の中で言いま

すと、当然、配水小管とか、そういう分で

は優先順位としては地盤が悪いところは

早目に耐震化で抜けないようにしなけれ

ばいけないというお話もございますけれ

ども、今、特段重点課題としておりますの

が、基幹管路の更新で、安威川以南のほう

をやらせていただいているというような

状態。これから安威川以南の基幹管路更新

が終了して安威川以北へ進んでいくとこ

ろでございますが、優先順位としては、一

番が基幹管路、２番目につきましては、当

然老朽管。昨日も樫本課長からございまし

たが、２番目の管路としては、正雀一津屋

線とかの幹線道路。安藤委員がおっしゃる

とおり、地盤が悪いから地殻変動の分につ

いても、更新の順位としてはすべてが一番

低い状態ではございません。やはり動くと

いうことが怖いところがございますので、

その点につきましても今は基幹管路、どれ

だけの多くの市民にどれだけ影響するか

ということは考えているところでござい

ます。 

 それと、最後の企業債の点でございます。

企業債の残高でございますけれども、水道

のほう、平成２９年度末の企業債残高は３

２億２，４８２万７，５０６円と、平成３

０年度末にも予定しております企業債残

高につきましては、３８億４，５７５万８，

５０６円。基幹管路更新等々がございまし

て、費用は増加している。企業債残高も増



- 17 - 

 

加していくというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 給水停止に至るま

での順序ということでお答えいたします。 

 まず、検針をしまして、これが市内、安

威川以北、以南、前半、後半の検針で４分

割になっています。安威川以北が奇数月、

安威川以南が偶数月の検針をしておりま

す。当初の料金を頂戴するのが、その逆の

月ということになっております。当初の納

期限を過ぎて一か月後に督促状が出ます。

その後、もう一か月後に催告状が出るんで

すが、停水の対象になるのは、新規の調定

を含めて３調定ですね。ですから、６か月

の期間で停水の通知が出るということに

なっております。これは２週間ぐらいの期

間を設けておりますので、やむを得ない事

情があって支払えないという方について

は、それまでにご連絡をいただくと、中に

はもう本当に払えない状況で連絡もして

こられない方がおられます。 

 ただ、職権で停水する場合、もちろん現

地に赴きますので、そのときにおられたら

そこでお話をさせていただくという形を

とっております。一度来ていただいて、今

残っている状況とふだん使われておられ

るような水量で、２か月に１回はこれぐら

いの料金が発生しますよという形の次回

の金額も大体計算して、毎月どれぐらいだ

ったらお支払いできますかというような

お話をさせていただいています。余り今後

ふえる分まで想定して分割をすると、どう

しても使用水量は変わりますので、なかな

か追いつかないとか、減っていかないとい

う状況がありますので、できるだけ新規で

発生する分はその調定月内にお支払いい

ただきたいというようなお話をさせてい

ただいて、納付書が出ない月、間の月で分

割で幾らかずつお支払いいただくという

ような形をとっております。 

 長期の滞納で残っている方が、二、三十

人あるかないかです。不納欠損の状況を見

ますと、２００万円を切っている状況です

ので、全体の収益からいうと、０．０１％、

９９．９％ぐらいは徴収ができている状況

であります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 耐震適合率の件に

ついて、もう少し詳しくお話させていただ

きますと、阪神淡路大震災が起きたときに、

水道管の破損が発生しました。この中で被

害状況を鑑みて継手の部分についてどこ

ら辺までだったら耐震ができるかという

ことで、Ｋ型継手といわれるものが耐震化

できるというような形で進められており

ました。 

 私どものほうもそのＫ型にのっとりま

して、それ以降、その管を入れていったと

いう形になっておるんですけれども、その

後、東日本大震災が起きまして、また、そ

れでも被害が起きたという状況が発生し

ました。改めてそこで見直したというのが

あります。そこで今度は、新たな耐震管と

しての継手の形状が変わったという形に

なっております。その中で今までのＫ型が

どうなるかといいますと、摂津市はもとも

と淀川の堆積した地層になっております。

川の堆積した層になっている部分につき

ましての地層については、ほぼＫ型はだめ

という形になっています。もともと山とか

陸地になっていたところについては、Ｋ型

でも耐震ができるというのが新たな考え

方になっております。 
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 よって、Ｋ型につきましては、耐震適合

管という言い方をしております。耐震適合

管と耐震管と合わせた分で耐震適合率と

なっている。私どもにつきましては、耐震

適合管としては認められない土壌になっ

ておりますので、耐震管しか使えないとい

うことで、耐震適合率と耐震管との割合が

一緒というような考え方でやっておりま

す。 

○水谷毅委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 お問いの地下水の

問題でございますけれども、先日、棄却と

いう結果が出ましたけれども、他の委員会

にまたがりますので、私のほうからご答弁

申し上げたいと思います。 

 本市、第４次拡張事業までやってきまし

て、それが平成２年度に終了いたしました。

くしくも摂津市で年間最大配水量があっ

た年度というのは、平成２年度、１，４３

２万７，０００トンでございます。それが

直近の決算でいいますと、１，０２３万ト

ンということで、その差は４１０万トン、

１，４００万トンのときから４１０万トン

が減ってきたという中で、過去この１０年

間を見ましても、給水収益は５億円強減っ

ております。例えば、一般会計の税金でな

ぞられましたら、１７０億円ちょいの税金

が２０％強、２５％ほど減るということで、

３０億円、４０億円減るような状況が水道

事業を取り巻く経営環境でございます。そ

の中でやはり市民のライフラインという

ことで耐震化、やるべきことはしっかりと

やっていく、その中ではやはり収支ギャッ

プというものが出てきますけれども、やっ

ぱりその対策については、プライオリティ、

優先順位をつけながらしっかりとやって

いくのが私どもの基本姿勢でございます。 

 その中でですけれども、今回、大口需要

家の使用水量、これは企業情報でございま

すので、細かい話は言えませんけれども、

億を超える使用料の中で恐らく今年度で

言いましたら、逓増制をとっておりますの

で、一概に使用水量だけでは申せませんけ

れども、金額ベースにしましたら、恐らく

それの通年の使用料の４０％そこそこし

か今年度は入ってこないだろうと、来年度

は本会議でも申し上げましたとおり、年間

８，５００万円程度の減少になる。加えて

末永部参事からもございましたとおり、平

成３５年度には、１割強ぐらいの減少にな

るという中で更新作業を進めていくとい

うことで、大変厳しい状況でございます。 

 地下水ですけれども、やはりこれは水循

環基本法というものがございますけれど

も、我々は今、西日本水道協会であります

とか、大阪府に対して地下水というのは、

誰のものでもない、いわゆる公共のもので

あると、では公共とは何だと、みんなの役

に立つもの、それはやっぱり基本的に商業

活動とか、いわゆる利己ですね。自分のた

めの利益を得るために使うというよりか、

皆さんの利益、社会のためになるというふ

うなものとして位置づけてほしいという

ふうな要望を毎回、毎年、日本水道協会総

会、関西地方支部総会、全国大会、大阪府

への要望を通じてやっております。ですか

ら、我々としましても、例えば、大口需要

家が１００ミリ、１５０ミリ、２００ミリ

のメーターをつけるとなると、それだけの

水を送らなければならないということで、

それだけの配水管の整備をするわけでご

ざいます。それだけの水量が実は予定した

とおりに上がらないとするならば、その投

資の部分の減価償却費は誰がかぶるのか

と、これは原価として、我々としては回収

せざるを得ない、そうしますとやはり一般
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市民の皆さんのほうに影響を受けるとい

うことで、我々としましては、やはり安易

に営業用とかいうふうな形での地下水利

用専用水道というものについては、何らか

の法規制をお願いしたいということを

常々要望をいたしておるところでござい

ます。 

 とはいえ、なかなか他市の状況を見てみ

ますと、近隣市の政令指定都市では、同じ

く鉄道会社が地下水を汲み上げる井戸を

掘られて、そうしますとそこに供給するつ

もりで配水管の整備をされたというとこ

ろでいいますと、一般市民の皆さんとその

事業者との間で負担の公平感が保たれて

ないんじゃないかということで条例化を

図って、これは水道料金ではございません

けれども、なんからの負担金制度というよ

うなことを検討して、実施されるというふ

うなことも聞き及んでおりますが、我々と

しましては、なかなか一単独事業体での条

例化によって、そのバックボーンだけでは

非常に苦しいのではないかということで、

やっぱり国全体としてこの地下水のあり

方について検討して、公共物であるという

ふうなことでしっかりと定義をしていた

だいて、規制をお願いしたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 水道料金の収納につきま

してはわかりました。丁寧な対応をしてい

ただきたいというふうに思っております。 

 停水についてもなかなかしんどくなっ

てきたときには通知書が目にふられない、

または放置してしまうと、突然うちに帰っ

たら停水されてしまっているというよう

な状況は、その後の関係も悪くしてしまい

ますし、やっぱりきちんと払っていただく

ように、お互い誠意をもって話し合いがで

きるような環境をつくっていくという点

では、大変ですけれども、やはりきちんと

面談をした上での停水の手続をとってい

ただくことが必要だというふうに思いま

すので、その点については、改めてお願い

をしておきたいというように思います。 

 水道料金の他市との比較でございます

けれども、摂津市の水道料金は使用水量、

どこの市もそうでしょうけれども、使用水

量によって料金が決まってきております

が、北摂７市で比較して見てみますと、例

えば、基本料金であるとか、使用水量の少

ないご家庭ですね、１か月１０立方未満の

ご家庭の水道料金を見ますと、北摂７市の

中でも非常に低いほうになっていると思

っています。 

 一方で、一般的なご家庭、２０トン、３

０トンを使用されていくご家庭、恐らくそ

この水量の世帯が一番多くなっているか

と思いますけれども、そういった世帯の水

道料金になると、北摂の中でも非常に高く

なってしまっているというような状況に

ありますね。やはり市民が高いな、よそか

ら引っ越して来て高いなとお考えになら

れるのは、そこの差が大きいんだと思いま

す。 

 以前、部長が水道料金全体を下げること

は、大口需要家も含めて全て下げていくと

いうことになってしまうと、水道料金でな

くて、水道の体系を見直していくと、大口

需要家とかに対して、逓増制を見直してい

くというのは、私の本意とするところでは

ありませんけれども、中間層の方々の今の

生活の実態というのも、非常に厳しくなっ

てきているというのは同じ共通認識でも

ありますし、貧困の問題というのは、今格

差の広がりで中間層の暮らしが非常に疲
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弊してきているという問題も指摘されて

いて、日々の生活にかかわる水道料金、特

に中間層の負担感を少しでも和らげてい

くということも非常に重要なことだとい

うように思っております。そういった観点

で、私はもちろん設備更新など、安定的な

水道を低廉で供給していくことに頑張っ

ていただくということは非常に重要なこ

とでありますが、同時に命にかかわる水と

いうのは、いわゆる企業という考え方では

なくて、福祉的な考え方というのは当然あ

るべきものだと思いますので、中間層に対

しての負担軽減というのを私は考えるべ

きではないかなというように思っており

ますが、その点だけ最後に聞かせていただ

きたいなというように思います。 

 それから、地下水の問題でやっぱり水循

環基本法というのが、超党派の国会議員に

よって提案されて、成立したということは

非常に大きな前進でありました。ところが、

その後、個々の法律でなかなか整備が進ん

でいないという問題があるんですけれど

も、やっぱり今部長がおっしゃったように、

公共の水、しかも水道は市民の生きるため

の生存権にかかわる大事なものでありま

す。それを供給していく上で一民間企業の

利潤、とりわけ巨大企業が社会的な責任を

もっている巨大企業が利益を優先して、そ

ういったものをないがしろにしようとい

う姿勢というのは、本当に許されないなと

思っておりますが、ぜひ、最もいいのは、

公共物であるということで、地下水に対す

る規制を国のレベルでしっかりと進めて

いくというのが大事だと思いますので、引

き続きそれは要望し続けていただきたい

のと、摂津市だけでは難しいでしょうけれ

ども、大阪広域水道企業団と少し議論の中

に加えていただいて、検討していただきた

いというふうに思いますので、その点は意

見として申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

３回目のご質問でございますが、水道料金

の中間層の負担感を和らげていくと。ここ

につきましては、水道事業、基幹管路更新

と、給水収益という形をとらせていただい

ているところでございます。そこにおきま

しての先ほど来からお話させてもらって

いるとおり、経営が苦しいから更新、事業

投資を止めるというふうなことは本末転

倒と申しますか、いかがなものかなという

ところがございます。中間層の負担軽減、

この料金設定は前回水道料金の料金改定

もございましたけれども、その間、基本料

金を、８トンから６トンへと基本的には使

用料の少ない、おひとりでお住まいのご老

人とか、使用料の少ないところに関しまし

て北摂でもトップクラスかなと、一番安い

か、二番目か。摂津市の場合はそこの部分

が安いと。他市の場合はそこの部分を高く

して中間層を低くするとか、大口需要家の

分を下げるとか、大口需要家の分を下げて

の企業誘致にかけるとか、いろいろな各種

の地理的状況とか、市の考え方というのも

入ってくると思います。 

 ただ、安藤委員のおっしゃるとおり、企

業といいながらも市の他の部分について

も考えていかないといけないと。使用料の

少ないところを上げて、中間層を下げる、

平たくするという方法もございますが、た

だ、そこの部分、現状の中間層の負担軽減

というところに踏み込むことによって、ほ

かのところに波及は当然出てくると考え

ているところでございます。 
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 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

次に、議案第３号及び議案第１１号の審

査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 議案第３号、平成３

０年度摂津市下水道事業会計予算につき

まして、目を追って主なものについて、補

足説明をさせていただきます。予算書８８

ページ、平成３０年度摂津市下水道事業会

計予算実施計画説明書をご参照願いたい

と存じます。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

下水道事業収益、項１営業収益、目１下水

道使用料は、前年度に比べ２，０００万円

の減額でございます。これは水需要の減少

によるものでございます。 

 目２他会計負担金は、前年度に比べ１，

３３５万８，０００円の減額でございます。

これは一般会計からの雨水処理に係る負

担金の減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ２，

３４７万８，０００円の減額でございます。

これは雑排水管等管理事業の減少による

ものでございます。 

 目４その他営業収益は、前年度に比べ２

万６，０００円の減額でございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は、

前年度に比べ３，２４８万６，０００円の

減額でございます。これは一般会計からの

企業債利息などに係る負担金の減少によ

るものでございます。 

 目２長期前受金戻入は、前年度に比べ、

１１２万３，０００円の増額でございます。

これは補助金等の長期前受金について減

価償却費見合いを収益化しているもので

ございます。 

 目３建物物件収益は、前年度に比べ１５

万５，０００円の増額でございます。 

 目４雑収益は、前年度に比べ１，０３４

万９，０００円の増額でございます。これ

は主に安威川流域下水道負担金精算返戻

金の増加によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

下水道事業費用、項１営業費用、目１管渠

費は、前年度に比べ４，５６３万７，００

０円の増額でございます。これは主に下水

道管渠内調査委託料の増加によるもので

ございます。 

 ９０ページ、目２受託事業費は、前年度

に比べ２，３４７万８，０００円の減額で

ございます。これは主に工事請負費の減少

によるものでございます。 

 ９２ページ、目３普及促進費は、前年度

に比べ３１万８，０００円の減額でござい

ます。これは前納報奨金の減少によるもの

でございます。 

 目４業務費は、前年度に比べ３３５万４，

０００円の減額でございます。これは下水

道使用料徴収事務委託料の減少によるも

のでございます。 

 目５総係費は、前年度に比べ１，０１０

万８，０００円の減額でございます。これ

は主に人件費の減少によるものでござい

ます。 

 ９４ページ、目６流域下水道管理費は、

前年度に比べ６２８万７，０００円の増額

でございます。これは安威川流域下水道維

持管理負担金の増加によるものでござい

ます。 
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 目７減価償却費は、前年度に比べ３３３

万８，０００円の増額でございます。これ

は主に構築物の増加によるものでござい

ます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ１億１，４５

２万７，０００円の減額でございます。こ

れは企業債の利子償還金の減少によるも

のでございます。 

 ９６ページ、目２消費税は前年度と同額

でございます。 

 目３雑支出は、前年度に比べ５万円の増

額でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度同額でござ

います。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

前年度に比べ１億４，９００万円の増額で

ございます。これは資本費平準化債の借入

額の増加によるものでございます。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は、前

年度に比べ、３４７万９，０００円の減額

でございます。これは吹田市からの企業債

元金償還負担金の減少によるものでござ

います。 

 目２受益者負担金は、前年度に比べ、４

８５万８，０００円の減額でございます。

これは賦課対象面積の減少によるもので

ございます。 

 目３工事負担金は、前年度に比べ、３，

６５９万１，０００円の減額でございます。

これは三箇牧鳥飼雨水幹線建設に伴う高

槻市からの負担金の減少によるものでご

ざいます。 

 項３、目１国庫補助金は、前年度に比べ、

１億４００万円の減額でございます。これ

は交付対象事業費の減少によるものでご

ざいます。 

 項４、目１他会計負担金は、前年度に比

べ、２，１８３万５，０００円の増額でご

ざいます。これは一般会計からの元金償還

金などに係る負担金の増加によるもので

ございます。 

 項５、目１他会計補助金は、前年度に比

べ、１，７３３万２，０００円の増額でご

ざいます。これは元金償還金の汚水分など

にかかる一般会計からの補助金の増加に

よるものでございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は、前年度

に比べ、４万４，０００円の減額でござい

ます。これは水洗便所改造資金貸付額の減

少によるものでございます。 

 ９８ページ、次に資本的支出で、款１資

本的支出、項１建設改良費、目１公共下水

道整備は、前年度に比べ、億１，６６８万

３，０００円の減額でございます。これは

主に委託料や工事請負費の減少によるも

のでございます。 

 目２流域下水道整備費は、前年度に比べ、

４，７５９万５，０００円の増額でござい

ます。これは安威川流域下水道建設負担金

の増加によるものでございます。 

 目３固定資産取得費は、前年度に比べ、

皆増の４３７万４，０００円でございます。

これは庁用器具費の増加によるものでご

ざいます。 

 項２、目１企業債償還金は、１，９５６

万円の増額でございます。 

 項３、目１長期貸付金は、前年度に比べ

２５万円の減額でございます。これは水洗

便所改造資金貸付額の減少によるもので

ございます。 

 以上、平成３０年度摂津市下水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、議案第１１号、平成２

９年度摂津市下水道事業会計補正予算（第

３号）につきまして、目を追って主なもの
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について補足説明させていただきます。補

正予算書８ページ、補正予算実施計画説明

書をご参照願いたいと存じます。 

 まず、収益的支出でございますが、目１

管渠費は、５２万９，０００円の増額で、

これは共済組合負担金の増額によるもの

でございます。 

 目２受託事業費は、３９４万５，０００

円の減額で、これは工事請負費の確定によ

る減額でございます。 

 目５総係費は、５１２万５，０００円の

減額で、これは主に賃金の不用額による減

額でございます。 

 目６流域下水道管理費は、３，２９７万

６，０００円の減額で、これは安威川流域

下水道維持管理負担金の確定による減額

でございます。 

 項２営業外費用、目２消費税は、５８９

万４，０００円の増額で、工事費等の減少

に伴い課税仕入れに係る仮払消費税が減

少するため、消費税及び地方消費税が増加

するものでございます。 

 次に、資本的収入でございますが、款１

資本的収入、項１、目１企業債は４，６３

０万円の減額で、これは安威川流域下水道

建設負担金の減額に伴うものでございま

す。 

 次に、資本的支出でございますが、款１

資本的支出、項１建設改良費、目１公共下

水道整備費は、２０万７，０００円の増額

で、これは共済組合負担金の増額によるも

のでございます。 

 目２流域下水道整備費は、４，２６４万

２，０００円の減額で、これは安威川流域

下水道建設負担金の確定による減額でご

ざいます。 

 以上、平成２９年度摂津市下水道事業会

計補正予算第３号の補足説明とさせてい

ただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○水谷毅委員長 説明が終わり質疑に入

ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは、下水道事業会

計について、少しですけれども質問させて

いただきたいというふうに思います。 

 予算概要１５６ページ、一番下です。経

営企画課にかかわる部分で、下水道使用料

徴収事務委託料についてですけれども、平

成２９年度予算が３，８０３万２，０００

円に対して、平成３０年度、３，４６７万

８，０００円と三百数十万円減っている部

分の内容についてお聞かせください。 

 続いて１５８ページ、経営企画課の一般

事務事業についてです。一般事務事業の一

般職非常勤職員賃金について、平成２９年

度予算が５４１万５，０００円あったんで

すけれども、今年度予算が２１４万６，０

００円と３３０万円ほど減っている内容

についてお願いします。 

 その６つ下ですか、下水道ビジョン等策

定委託料についてですけれども、昨日、水

道ビジョンの委託料の内容についてお聞

きしました。恐らく大方平成３１年度から

平成４０年度にかかる経営戦略の部分で、

内容についても大きくは変わらないのか

なというふうには思っています。 

 だから、内容についての質問ではなくて、

細かいことを言って申しわけないんです

けれども、水道ビジョンのときの予算が１，

１６６万４，０００円と、下水道のほうの

策定委託料が１，３２８万円になっていて、

どちらも経営企画課で予算が組まれると

いうことであるんですけれども、予算額に

差異があるというか、２００万円ぐらい違

うような感じになっていて、その２００万
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円違うことによって、内容が変わってくる

こともあるのかということを思ったので、

そこをお聞きしたいのと、経営企画課でも

ちろん水道と下水道とあるんですけれど

も、入札は多分されると思うんです。入札

されるときに水道と下水道とそれぞれ

別々に入札をする予定になっているのか、

一緒にしたほうがというような、一緒にで

きないぐらいの規模なのかもわからない

ので、その辺も合わせて入札する際には、

どのように考えているかについて、ビジョ

ンのところについてはお聞きしたいと思

います。経営企画課の部分については、以

上です。 

 下水道事業課にかかわる部分でページ

戻りまして、１５６ページの公共下水道管

理事業の一番上なんですけれども、嘱託員

報酬というのがありまして、平成２９年度

予算に見当たらなくて、平成３０年度予算

に３９３万２，０００円があがっているん

ですけれども、ここの内容について教えて

ください。 

 そこから幾つか下なんですけれども、下

水道管渠内調査委託料が、平成２９年度予

算は１，０００万円であったんですけれど

も、今回が３，５３０万円と大きく平成３

０年度予算になっている内容について教

えてください。 

 あと、それに関連してくるかもわからな

いんですけれども、その幾つか下のところ

に下水道管路維持管理システム導入委託

料、下水道管路維持管理システム入力委託

料、下水道管路維持管理システム保守委託

料等、約７８万円、約２６０万円、２０万

円というふうにあがってきていまして、全

然見られなかったので、これは新規の委託

料なのかどうかということと、それぞれ導

入委託料、入力委託料、保守委託料につい

て説明をお願いします。 

 その下の雑排水管等管理事業の４つ目、

雑排水管調査業務委託料がありまして、昨

年は２３３万３，０００円の予算だったん

ですけれども、これは逆に今年度１，５９

６万８，０００円と８００万円ほど少なく

なっているというふうな形になっていま

すので、そのあたりの内容についてお聞か

せください。 

 それと最後に、先ほどから企業債の償還

についてのお話があったと思うんです。平

成３０年度予算書の５５ページから水道

の部分の平成３０年度予定の内容の分が

書かれています。後ろのほうに１０３ペー

ジから１０９ページに元利償還予定表の

内容が書かれているんですけれども、先ほ

ど平成２９年度の元金残高の話でどれぐ

らいかという話があったかと思うんです

けれども、平成３０年度で総合計、元金幾

ら、利息幾ら、元利償還金合計幾らという

ふうに書いているんですけれども、これは

できるかどうかわからないんですけれど

も、ここにあくまで予定というふうなこと

なので、年度途中に動きがあるかもわから

ないですけれども、このところに元金残高

とか、予定残高というふうな形がこの予算

書に載せられるのかどうかというふうな

のであれば、予定でこれぐらいというふう

に見たときに、少しでもわかるのかなとい

うふうに思いましたので、これはちょっと

きょうの話の中で思ったことなので、どう

かなというふうなことでお願いします。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。予算

概要の下水道使用料徴収事務事業に関し
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ましてなんですけれども、委員がおっしゃ

るとおり、徴収委託料は減少しております。

内容的につきましては、上下水道部下水道

事業を企業会計化する以前から行ってい

たところでございますが、下水道料金の徴

収に関しましては、水道事業のほうで受託

しているような状態、当然、その受託にか

かわります費用、検針員の検針する費用と

か、納付調定する費用とかいうのは、当然

下水道事業に関しても、水道は水道という

ところで調定計数等々で案分してやって

いるところでございますが、その分でそこ

に際する費用が平成２８年度、これは決算

数字を見ながらの形になる費用の算出に

なるかと思うんですけれども、平成２８年

度決算の状況で平成３０年度の費用分担

を考えているところでございますが、その

分で職員の人件費、１名分が減少したこと

によりまして、徴収事務委託料も減少して

いるところでございます。 

 ２点目の一般事務事業、一般職非常勤職

員の賃金でございますが、平成２９年度予

算は約５４１万円、平成３０年度は約２１

４万円というとこでございます。ここの部

分につきましては、昨年度、下水道事業を

企業会計化すると、その部分におきまして、

当然下水道事業職員等々、特に技術職とい

うのは、人事課のほうで募集しているとこ

ろで、なかなか土木職というか、技術職と

いうのは今希望者が少ないというような

状態、そこで下水道事業の職員数も限られ

ている中で、一度大阪府の退職者人材バン

ク制度がございまして、大阪府の職員が退

職してまだ働けるという方を各市町村に

派遣するというふうな制度がございまし

て、その辺で新規採用職員というか、採用

補充ができなかった分につきまして、大阪

府のほうに２名という形で予算を組ませ

ていただきました。結果的にそこの部分に

つきまして、一応、コンタクトをとったと

ころでございますけれども、採用できなか

ったというようなところで、昨年度はその

ような形で考えておりました。平成３０年

度につきましては、その間も人事課と重々

協議を進めながら、一定、目途が立ってき

たというところで、ここの分につきまして

は、アルバイト１名を予定しているところ

でございます。 

 下水道ビジョン、大きく変わらないけれ

ども、水道ビジョンのほうでも楢村委員に

お話させていただきました。一番大きく言

われるところはこの２００万円がどうと

いう問題ではないかと思うんですけれど

も、一つ言えるのは、水道ビジョンにつき

ましては、平成２６年度につくらせていた

だきました。それである程度、当然そのと

きは平成２６年度から平成３５年度の予

定を組ませている。今回は平成３５年度か

ら平成４０年度、水道ビジョンという方向

性はほぼ変わらないかと思います。下水道

ビジョンに関しては、今までいろいろ個々

の計画、技術系の部分で個々の計画がござ

いましたけれども、その辺の部分につきま

しては、皆無に等しいというところで、一

からつくるというところで、大きいところ

で言いますとその辺の部分に違いが生じ

ているところでございます。その辺で水道

ビジョン、下水道ビジョンの違いは出てき

ているところでございます。 

 ４点目にお話がありました嘱託員の報

酬という形、ここの部分につきましては嘱

託員といいますか、下水道事業は世代交代。

下水道事業といいますか、土木職につきま

しては、過去の採用の状況の中で、そこか

ら私も含めましてですが、６年、７年空洞

化しているというふうな状態、今、土木職
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職員がいないと。その中で今年度退職を迎

えられる理事のほうは、経験も豊富で今後

に生かせるというふうな状態、今から若い

人間に教育をしていただくというふうな

状態の中から、昨年度予算を組んでおりま

せんでしたので、今年度予算を組ませてい

ただいているというところでございます。 

 それから、最後の企業債のことでござい

ます。企業債の残高を予算書に載せる方法、

当初予算につきましては、水道も下水道も

そうなんですけれども、予算書の中ではど

れぐらい年間で償還するということをお

示しさせていただく、最終的に決算書につ

きまして、残高という形、下水道事業につ

きましては銀行等々もございますので、そ

の内容も含めて記載して、決算と予算のと

ころで区分してお示しさせていただいて

いるというのが実情でございます。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 楢村委員の１回

目の質問にお答えさせていただきます。 

 まず、下水道管渠内調査委託料、これが

平成３０年度大きく増額になっていると

いう件につきましてですけれども、これに

つきましては、先の委員会でも質疑がござ

いましたが、摂津市の場合、新規の汚水整

備等を優先に進めていたということで、維

持管理については、おくれをとっていると

いう状況でございます。 

 今回、企業会計化されたということで、

先ほどの下水道ビジョンと経営戦略をつ

くっていく中で、今後、動向を大きく左右

する維持管理というところが重要になっ

てまいります。その中で老朽化した管につ

いて、摂津市で整備を始めてもう４７年ほ

どたっておるんですけれども、どんどん古

い管が出てくると、その中で維持管理計画

を策定する中で、調査のスピードについて

ちょっとスピード感を上げていかないと、

一気に工事しておりますので、老朽管がど

んどんふえてくるということで、去年度に

比べて調査の距離については倍増という

形で予定をしておりまして、予算額が大き

くふえておるという状況でございます。こ

れが調査の中でふえている大きな起因と

なっております。 

 維持管理システムにつきましては、今後、

経営をしていく中で適切な維持管理をす

るために、これまでの調査につきましては、

調査を進めておっても紙ベース等でそれ

ぞれ報告書を引っ張ってこないといけな

いという形になっておりましたけれども、

こういうシステムを導入することによっ

て、いつ時点でこの管渠は、まずいつ設置

したというのは下水道台帳で管理してお

るんですけれども、その中で損傷があった

場合とかについては、都度、修繕等をして

おった状況ですけれども、それが一目で確

認できるような形のシステムを導入して、

データを取り込んでいこうというもので

ございます。それぞれシステム導入委託料

につきましては、この維持管理、修繕の履

歴とか、修繕の箇所、修繕の状況、それぞ

れを取り込むためのシステム、これについ

ては平成３０年度だけの予算になります。 

 ２つ目のシステムの入力委託料につき

ましては、先ほど説明させていただきまし

た調査、この辺のデータ、その後、修繕を

行ったデータ、記録をデータ化して、シス

テムに入れていくための委託料になりま

して、これは入れるデータ量、年度のデー

タ量の大きさによって予算は上下してま

いるものと思っております。 

 ３つ目の保守委託料はこのシステムを

維持管理していくための保守委託料とい

うことで、これは毎年度、ずっと発生する
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費用となってまいります。 

 次に、雑排水管調査業務委託料、これの

減額につきましては、これまで雑排水管と

いう形の調査は実施しておらなかった状

況で、今年度調査を進めておる状況でござ

います。その中で一番確実なのは、全線、

全管にテレビカメラを入れて調査するの

が確実なんですけれども、今回、本市で行

ったのは、管口調査といいまして、マンホ

ールから数メートルずつそれぞれ覗くよ

うな形の調査を実施いたしまして、その調

査結果上、詳細な調査が必要であろうとい

うようなところについてピックアップし

て、今度テレビカメラの詳細調査を実施す

るという形で、去年と調査内容が違いまし

て、この予算の要求の差が出ておるという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 済みません、１回目の質

問で答弁漏れがあったと思うんですけれ

ども、下水道の分と水道の分の入札内容に

ついての答弁が漏れていたかと思うんで

すけれども、よろしくお願いします。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 答弁漏れで申し

わけございません。 

 水道ビジョン、下水道ビジョンの入札の

方法でございますが、当然、金額的には総

枠という形でございます。 

 ただ、費用分担としては、この水道事業、

下水道事業で分担するというような形、総

額でこういうビジョンものをつくるに当

たりまして、全然違うような形でつくると

なかなか整合性がとりにくいので難しい

というようなところでございまして、同じ

業者には発注しようと思います。 

 ただ、ほかにも見積もりを取り予算作成

の中でも考えていたところでもございま

すが、先ほどお話させてもらったとおり、

水道ビジョンのほうはある程度できてお

りますというところで、そこのコストを削

減できているというところという中で、一

から水道ビジョンも新たにつくるとなる

と金額的にも大きくなるというところの

中で、現在、水道ビジョンを作成しておる

業者に、当然経済比較もした上でございま

すが、委託をしようと考えをもっていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは、２回目の質問

ですけれども、まず下水道使用料徴収事務

事業ですけれども、平成３０年度、平成２

８年度の状況からというふうなことでの

予算組の話であって、平成２９年度から平

成３０年度については、職員が一人減った

というような今話だったかと思うんです

けれども、下水道使用料徴収事務委託をす

るに当たって、平成２８年度から平成３０

年度を見る、平成２７年度は平成２９年度、

平成２９年度は平成２７年度から見ると

いうふうなことはわかるんです。それは理

解できるんですけれども、職員が一人減っ

たといってこれを委託するわけですよね。

だから、一人減ったから委託料の予算が平

成２９年度、平成３０年度と減るんですと

いうふうなところの意味合いがちょっと

わからないので、職員が減ったからといっ

て委託料が減るという。委託するに当たっ

て職員が減ったからといって委託料も減

るんですというふうなことの意味合いが

わかりにくい、それが連動するというふう

な話なんでしょうけれども、ちょっとわか

りにくいので、そこを教えてください。 

 さっきの非常勤職員賃金の分について
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は、減っていることについては、一応理解

しました。人材バンクのほうでということ

でしていてもなかったということであっ

て、今年度についてどうしていくのかとい

うこともあろうかと思うんですけれども、

そこは多分人材バンクのほうではしない

というふうなことで予算も減っていると

いう形なんですけれども、それはそういう

数字的な動きのことについては、それで理

解できるんですけれども、実際、やっぱり

なかなか入ってこないということで、アル

バイトとかでというような形で、そこまで

予算を使わずにそういうふうな形になっ

ていると思うんですけれども、実際、業務

としてやっぱり二人入れる予定だったけ

ど入れなかったというふうな形になると、

やっぱり業務的にしんどくなるというふ

うに思うんですね。だから、その辺で人事

課との話もして、進めていくというふうな

ことはもちろんのことそうされていると

思うんですけれども、結構大変ではないか

なというふうなことで、何とかやりくりし

ているとは思うんですけれども、やっぱり

人が要るところについては人を入れて、維

持管理をしてもらうというふうなことだ

と思いますので、やっぱりなかなか雇用で

きないというふうなことについては、難し

い点があると思うんですけれども、人事課

といろいろ話をしながらやっていっても

らいたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 ビジョンの話については、同じ業者でや

っていこうというふうなことで、一からと、

引き続いてというふうなところで違いは

あろうかと思うんですけれども、やっぱり

その中でできるだけ一つの業者にさせて

も、そんなに業者に負担が重くならないと

いうふうなことであれば、やっぱり経費的

な問題とかもあろうかというふうに思い

ますので、その辺については、向こうの負

担にならないのであれば、入札する際にそ

ういった形でできればやっていただきた

いなというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

 嘱託職員報酬の内容についてですけれ

ども、一応内容については、そういったこ

とであるということで理解いたしました。 

 下水道管渠内調査委託料の分について

も調査延長で倍になっていくというふう

なことで、これぐらいの予算でどうかとい

うふうなのは、はっきりわからないんです

けれども、早目に進めていくというふうな

ことも踏まえて、内容については理解しま

した。 

 システムの話で一つだけお聞きしたい

んですけれども、システム入力委託料が２

６３万円という予算をもっているんです

けれども、委託するということは誰かがそ

の入力をする人を雇うというか、委託する

という形になろうかと思うんですね。今、

予定されているかどうかわからないんで

すけれども、どこでどういった形で何人ぐ

らいの委託というふうなことを考えられ

ているのかについてだけ、ここのシステム

導入の部分については教えてください。 

 雑排水管調査業務委託料の内容につい

ては、内容は理解いたしました。管口のカ

メラ調査の分もやっていて、平成３０年度

については、ピックアップしてやっていく

というふうなことでその分のコストが減

るというふうな内容であったかと思いま

す。内容については理解いたしました。 

 二回目については以上です。 

 最後の質問でしました企業債の分につ

いてですけれども、入れられるかどうかに

ついては決算でということなので、ただ、
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安藤委員の話もありましたように、平成２

９年度の決算の残の話があったと思うん

ですけれども、とりあえず、平成２９年度

のその残が出てくるまでには、平成２９年

度決算というふうなところで言えば、時間

がかかるのかなというふうな思いがあり

ますので、できれば、現時点での平成３０

年度予算を出すときに、いろいろ経過とい

うのが出てきて、残高というのは変わって

くるかもわからないですけれども、予算を

あげるときに、もし元金残高とかわかるよ

うな形であればというふうなことであり

ましたので、できるようであれば、お願い

したいなということで、これは要望してお

きます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○水谷毅委員長 それでは、休憩前に引き

続き再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 林部参事。 

○林上下水道部参事 下水道使用料徴収

事務委託料の件について、この分の積算は

料金課で行っておりますので、料金課のほ

うで答弁させていただきます。 

 徴収事務委託料の積算につきましては、

平成２８年度の決算が確定しております

ので、その決算をもとに人件費、料金課に

かかわります業務費等を下水道の調定件

数を上下水道の調定件数の合計で割りま

して、積算しております。平成２８年度に

つきましては、料金課の職員が１名減にな

っておりますので、その分の人件費分が低

くなっております。 

 ただ、ハンディターミナルとかの高額の

機器の更新とかになりますと、その分がふ

えるという形にはなります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 下水道管路維持

管理システム入力委託についてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 このシステムへの委託料、今回の予算化

につきましては、まだシステムが入ってい

ない状況でございます。システムを導入し

ましたら、その入力につきましては、今年

度、この予算案につきましては、システム

を入れた業者への委託という形で考えて

おります。これにつきましては、大体今回

の委託のボリュームといたしましては、過

去２年から３年分ぐらいの分をデータ化

して入れていくと、今後、新たな調査もふ

えてくると、過去のものもどんどん取り込

んでいくという形でシステムの中身を充

実していくという形になってまいります。

今回については、業者の委託を考えており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず下水道使用料徴収

事務事業の委託料を組む上で人件費とい

うふうなところでの話があったんですけ

ど、その委託料に係る人件費というふうな

思いで、自分の中ではそう聞いています。

ただ、その委託料を組む上では、その職員

の人件費を見ているところから見て、委託

料を組むということになっているから、１

名減というのが影響している形になって

いるんじゃないんですか。平成２７年度か

ら平成２８年度へ営業課の職員が１名減

ったというふうなところは、認識していま

す。平成３０年度の予算を組むときに、平

成２８年度の人件費等から含めて委託料

を組みますよというふうな形になったと
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きに、その人数が減っているから、職員の

人件費は当然減っていますよね。職員の人

件費が減っているというふうなところか

ら、その平成２９年度から平成３０年度へ

３７０万円減っているというような理解

ではないんですか。だから、すごくわから

ないですよね。そこまで詳しく聞かなあか

んのかどうかというようなことであって、

今、使用料徴収事務は委託をしていますよ

ね。これは職員がやっているわけじゃない

ですよね。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 林部参事。 

○林上下水道部参事 下水道の徴収事務

につきましては、上下水道部料金課が委託

を受けております。これは従来から上下水

道料金として、検針もし、納付書も発行し、

徴収もしておりますので、料金課の業務費

がベースになっています。それを件数案分

で下水道に徴収しているんです。ですから、

料金課で委託している部分も、その業務費

の中には含まれていますので、料金課全体

の業務費をその上下水道の件数の案分で

いただいています。ですから、上水道、下

水道の調定件数が、イコールであれば２分

の１を下水道から徴収受託料として、水道

会計のほうにいただくという形が、この委

託料です。ですから、ほかの業者に、その

下水道の使用料の徴収を委託しているん

ではなしに、上下水道部料金課で委託を受

けているということです。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ごめんなさい。勘違いと

いうか、中身の内容が全く根本的にわかっ

てない形だったんで、外部に委託している

というふうな形でないということなんで

すね。その辺の根本的なところがちょっと

理解してなかったんで、ありがとうござい

ます。 

 システム入力委託料のところで、再度聞

きたいんですけども、まず業者のほうに導

入を委託します。恐らくそこに入力を委託

するというふうな形になるというところ

だと思うんですけども、その結果的には一

遍に、これらを委託するという形でなくて、

平成３０年度にはまず導入を委託します

というふうなところから、入力委託料のほ

うを導入の委託先が決まってから、その導

入委託の業者に入力委託業務をこれから

進めていくというふうな形でよろしいん

でしょうか。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 システムの導入

についてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 平成３０年度につきましては、初年度で

ありますので、システムの導入委託料、こ

れにつきましてはこのデータを入れる箱

の部分ということで、中は空っぽの状態で

す。ということになりますので、来年度に

つきましては導入とデータについては同

一業者に同時期に委託することになって

いくと思います。そういう形で中身を入れ

た形でないと、活用できないという状況に

なりますので、一刻も早く、このつくった

データを活用するためには、同時期の発注

を考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今、箱をつくるというふ

うなことで導入するというふうなことは

今、理解できました。 

 平成３０年度に、とりあえず導入と入力

と保守というふうなのが、３つ一遍にある

わけですね。とりあえず、そのシステム保

守の部分はのけたとしても、導入委託料と
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入力委託料というふうに、導入する箱に入

れます。それで、入力委託料があります。

２回目の質問のときに、この入力委託料に

係る部分はどういったところでどういう

ふうなところで、どれくらいの人数でとい

うことをお聞きしたんです。それで今の答

弁の中で、その入力委託料に係る部分で、

どれくらいの量が、ボリュームがあってと

か、それがわからなくてというふうなのは

理解できる話なんですけど。 

 箱をつくりました、導入します、それで

どれだけのものが、どれだけ入力しなくて

はあかんことが出てくるかというふうな

ことは、そりゃすぐにわかるような話じゃ

ないので、人数とかもなかなか今のところ

はと言われたら、それはそれだと思うんで

すけど。箱があって、次に移る。入力委託

料というふうなのも、平成３０年度の予算

としてあるわけですよね。 

 質問の言い方を変えますけども、例えば、

導入委託料のこの部分については、およそ

４月、３月でどれぐらいの時期に導入委託

料の入札というか、そういうふうな形で行

うのか。で、そのシステム入力委託料とい

うのは、４月、３月の中で、どの位置です

るのかというふうな形でお聞きします。お

願いします。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 システムの導入

につきましては、何月というのは、まだ詳

細には決めておりませんけど、上半期、早

い時期にということで。時期的にはシステ

ム、先ほど箱という表現をさせていただき

ましたけど、標準な形はあると。 

 データのつくり方につきましては、一定

どういう形、どこを特化するかとか、多少

の当然カスタマイズというのは本市も要

求していくという形になってくると思い

ます。ということで、システム、箱を買う

と同時にデータもそれに合わせた形、その

データに合った箱、システムをカスタマイ

ズしてもらうという形も当然生じてくる

ということが考えられますので、同じ時期

の早い時期に、まず平成３０年度について

は発注していくという考えをもっており

ます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 なかなか、私自身が理解

できなくて。とりあえず、一応３つ進めて

いくというふうなことで、ちょっと時間も

要しますので、またわからない点があれば

個々にお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 質問を終わります。 

○水谷毅委員長 楢村委員の質問が終わ

りました。 

ほかに質疑ありますか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 では、平成３０年度、摂

津市下水道事業会計についてご質問させ

ていただきます。 

 上水道とかぶる点が幾つかあるんです

けども、改めましてお聞きさせていただき

ます。 

 議案第３号の下水道事業会計予算書か

ら８８ページ、まずお聞きします。 

 下水道事業収益につきましても、前年度

よりは減収ということが見当たりますけ

ども、この減収については予想の範囲内な

のか、恐らく大口需要家のＪＲ東海の分は

影響はさほどないかと思うんですけども、

そのあたりについても井戸水の汲み上げ

の影響と、下水道に関しては多分大丈夫だ

と思っているんですけども、念のためお聞

きさせていただきます。 

 この下水道の計画ついては、上水道より
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は安定しているのかどうかというか、抽象

的で申しわけないんですけど、計画どおり

に行きそうなのかということです。未来予

想図、お伺いしたいです。 

 続きまして、楢村委員も話されたんです

けど、９３ページの下水道使用料徴収事務

委託料について、これは簡単な話なんです

けど、教えていただきたいということでご

質問させていただきます。水道のほうに委

託されている料金だと思うんですけども、

料金とお伺いしていますけども、これは全

ての印刷費とか、例えば料金徴収の滞納の

電話とか、全部含めての案分なのか、郵送

費とかですね、それの内訳というか、多分

恐らくこれしか項目がないので、全部含め

ているのかなと予想はできるんですけど

も、そこについてお伺いしたいです。 

 ９７ページです。負担金等の工事負担金。

三箇牧鳥飼雨水幹線建設負担金ですね。鳥

飼のほうで費用を挙げられていますけど

も、摂津市というのは雨水対策というのが

かなり問題視されてるかと思います。ハザ

ードマップで見る限り、洪水、大雨が降っ

たときの雨水対策というのが、まだまだ完

全ではないのかなというふうに私は思っ

ているんですけども、そのあたり予算的に

どういう計画で雨水対策を進められてい

くのか。 

 安威川ダムですか、できればある程度対

応できるというふうにも聞いてはいるん

ですけども、それまでの対策というか、そ

れで本当に十分なのか、摂津市独自として

は雨水対策をどうやって進めていくのか、

お聞きしたいです。 

 次です、９９ページ、建設改良費の工事

請負費です。これはかぶるんですけども、

昨日もお話させていただいて、昨日、質問

させていただきました、大阪市での委託業

者の不正の分なんですけども、これは下水

道でも同じように取り上げられておりま

して、改めましてお聞きさせていただきま

す。 

 下水道の部門では、スラグと土をまぜて

施工業者に販売している分を使わないと

いけないのに、スラグ入りの土は運送費が

かさみ、通常の土より６倍ほど高いので、

ごまかしてその工事の埋め立てたりとか

をごまかして使ってて、安く上げていたと

いう話なんですけども、下水道の部門に関

しても、改めましてもう一度そういうとこ

とかないのか、確認の意味を込めましてお

伺いしたいです。 

 １回目は以上でございます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の１回

目のご質問にお答えします。 

 １つ目の下水道使用料の分でございま

す。減収という予算組をさせていただいて

おります。前段で申しますと三好委員がお

っしゃっているとおり、大口需要家の分に

つきましては、下水道使用料そちらのほう

は検針というか、下水道のメーターで、そ

こは個別検針しています。水道料金ほどの

影響というのは、大きくないといったとこ

ろでございます。 

 ただ、下水道使用料でございますが、今

後安定しているのか、今後と未来について

という形でございますが、平成３０年度当

初予算、平成２９年度予算より減少してい

ると。ただ、平成２９年度、今の状況、こ

の２月、３月の状況でもって進みますと、

大体今の見込みでは１，１００万立方メー

トルぐらいを想定しております。 

 平成２８年度の実績が１，１１３万６，

０００立方メートルという形で、減少傾向、
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それだけでも１．２３％の減というところ

でございますが、当然下水道料金も水道料

金同様節水器具、同じような、水を使うと

いう形の中でいえば節水状態、また少子高

齢化、人口減少等々ございまして、平成３

０年度、調定予定水量は１，０９０万立方

メートル、減少傾向という形を想定してお

ります。 

 ちなみに５年ほどさかのぼりますと、平

成２４年度には１，１４３万円となります。

徐々に下降していっているというふうな

状態。今後もまた同じように下降傾向で、

水道と同様自然減というのは避けられな

いのかなと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 使用料の委託の部

分についてお答えいたします。 

 本来、下水道の部分なんですけれども、

積算については私どもの業務費なので、お

答えさせていただきます。 

 平成３０年度は平成２８年度の決算が

終わっておりますので、それで人件費も含

めた業務費の全てでございます。特に水道

だけの研修の旅費とか、そういうのは抜い

ておりますけれども、それ以外の人件費に

かかわるもの、それから備品の購入、納付

書の印刷、発送、全て含んでおります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 まず、三好委員の

雨水対策についてのご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず現在、進めておる雨水対策でござい

ますけど、先の委員会でもご質問いただい

たところでありますけど、本市の場合、汚

水整備を先行していたという経過がござ

いまして、安威川以南の雨水対策について

は大分おくれている状況でございます。現

在進めております、三箇牧鳥飼雨水幹線に

つきましては、平成３０年度中には完成す

る予定でございます。あと東別府雨水幹線

につきましては、当初の予算には挙げてお

らない状況なんですけど、本年度は委託を

進めております。 

 その中で、検討途中で追加調査が必要な

状況が出てまいりまして、事業の総額とい

う形が予算の編成段階でとれなかった状

況でございます。その中で、今総額を固め

る準備を進めておりまして、平成３０年度

の早い時期の議会に、今後の債務負担及び

平成３０年度の、当該年度の補正予算とい

う形で早期に上程させていただきたいと

考えております。 

 今後の雨水対策の計画といたしまして

は、東別府雨水幹線をまず完成させまして、

それに合わせて、東別府幹線につながる枝

線を整備していくというのをまず、当面考

えております。 

 その辺の進めるスピードにつきまして

も、今後策定してまいります経営戦略や下

水道ビジョン、その中で検討し、進めてま

いりたいと考えております。 

 工事費、残土の使用の不正があるかとか

いうご質問ですけど、まず本市の下水道事

業につきましては、先に大阪市で問題にな

ったのは、大阪市の建設局については下水

道処理のスラグ、下水道処理の汚泥を燃焼

させたスラグをまぜたような土をつくっ

て、ごみとして出すのではなくて、建設資

材として使って減量化する、そのためのシ

ステムを組んでおると。本市の場合につき

ましては、基本的には下水道工事の掘削残

土については全て残土の処分という形で

考えております。この辺につきましては、
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摂津市の土につきましては、かなり粘性で、

水を多く含んでおり再生困難という状況

がございますので、基本的にはそういう土

は出してしまって、リサイクル採石、ＲＣ

３０という道路協会が定めている規格な

んですけど、そういう土で埋め戻すという

考えをしております。一部、千里丘の方で

地盤が大変いいようなところにつきまし

ては、一定検査、その土のどれだけの耐力、

力をもっているかという強度の検査をし

た後に、使えるという形になったら、その

土を利用して、堀った土を取り置きして埋

め戻すという形をしております。 

 その量の管理とかについては、まず納品

の伝票、あと残土処理の伝票、その辺で管

理するという形で本市のほうは適正に管

理しておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 下水道の収益に関して、

見直し、水道ビジョンのほうも、またこち

らも見直されているので、危機的というか、

あんまり芳しくないんだろうなというの

は、想像はついてたんですけども、ただ上

水道と同じくで、下水道は特に借金も多い

ですので、負債も多いですので、市民の方

にかかわるライフラインですので、厳しく、

削減できるところは削減して、少しでも市

民の皆さんに還元できるように要望とし

ておきます。 

 雨水対策なんですけども、平成３０年度、

東別府のほうも計画に入っている、現状の

予算、それは高過ぎるから恐らく入ってな

いんですかね。それだけまたお伺いしたい

んですけど、間に合わなかったのか予算が

合わなかったのかということとだけお伺

いしたいです。 

 一つ一つ雨水対策していっていただけ

るということですけども、その対策をすれ

ば、現状出ている、降水何百ミリ以上降っ

たとき、こういう状態になりますというマ

ップとかあると思いますけど、それがどの

程度軽減されるのか、冠水とかするのが床

下ぐらいになったりするのかとか、予想で

すね、教えていただければなと。 

 鳥飼のほうは特に水害に悩まされた地

域でもありますので、過去からですね、そ

ういった対策、もう２度とそういうことが

起こらないようにしていくのが市の役目

かなと思っていますので、その計画という

か、現状その工事が終わればどのような形

になりそうかということをお伺いしたい

です。 

 公共下水道の工事につきましては、上水

道と同じような形で資材も違いますし、き

っちりと監視していただいているという

ことですので、引き続き疑いという目を見

つけてと言うとあれですけども、業者とう

まくつき合うというか、不正とか、市民の

方が迷惑をこうむることがないよう、でき

るだけ見張っていっていただければなと

思います。 

 １個、質問が漏れていまして、下水道の

事務委託料につきましてはよく理解でき

ました。電話代とか全てのものが人件費

等々全て入れ込まれているということで

すので、上水道は上水道で別個で出してる

けども、下水道はこの単発でドンというこ

とだと思うんですけども、きのうもお話し

ましたけど、支払いのおくれが発生すると

電話で催促したり、徴収でもう一回プラス

で郵送したりと、余計なお金が恐らくかか

ってきていると思うんです。繰り返すよう

ですけど、正直、我が家がそうなんです。

ぶっちゃけ言いますと。うちの奥さんが忘

れると言っていまして、電話がかかってく
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るって、やってしまったというふうに言っ

てましたので、個人的なことを言うのはあ

れですけど、総合的に見てよさそうであれ

ば導入していただいて、全然予算的にめど

が立たないのであれば、やる必要もないと

は思いますし、市民の方も言ってたんです

けども、ほかの方も言ってたんですけど、

そういったこともありますので、計画とい

うか案だけ１度練っていただければなと

思います。 

 最後に、質問漏れなんですけど９３ペー

ジと９１ページにもかかわるんですけど、

９１ページでしたら工事請負費の下水道

管マンホール蓋取替工事ですね、９３ペー

ジも工事請負費の雑排水管マンホール蓋

取替工事についてなんですけども、この取

りかえられた古いマンホールは、捨ててい

るんですか。僕が調べる限り、材質的には

リサイクル材みたいなのを使っているマ

ンホール蓋が多く使われているみたいな

んですけど、そういうのはごみになるのか、

もしくは、例えば鉄くずとかでしたら、工

場に持っていったら買い取ってくれたり

とかするわけじゃないですか、そういう処

理ですね、不要になったマンホールの処理

について、お聞きしたいです。 

 ２回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 江草課長。 

○江草下水道事業課長 三好委員の２回

目、まず雨水対策の東別府の予算化のこと

についてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 東別府雨水幹線につきましては、今時点

で、工事自体で約３年かかる工事を想定し

ております。ということで、３年間の総額

がどれだけかかるかという形で債務負担

行為を挙げていきたいということを考え

ておりまして、現在、ちょっと不明なとこ

がございまして、追加調査をしておるとい

う形になりまして、その３年間分の総額が

今時点で確定できていない状況でござい

ます。ということで、予算の作成時期に間

に合わなかった状態ということでござい

ます。 

 平成３０年度につきましては、その前段

階、工事の発注業務等ございまして、平成

３０年度の出来高自体は、大きな物になら

ないという見通しをもっております。その

工事費と債務負担行為を同時期に、お示し

したいという形でありまして、当初予算の

ほうでは要求させていただいていないと

いう状況でございます。 

 あと、雨水整備後の効果につきましては、

先ほど委員がおっしゃった１００ミリと

か、そういう豪雨については、残念ながら

雨水対策が全て整備完了したとしても、そ

こについて限度は超えてしまいます。 

 現在進めておる雨水の計画につきまし

ては、１時間当たり４８．４ミリ、そこま

での管能力しかないと。本市の管も当然で

すし、本市がつないでいる流域の下水道も

その基準で計画されておりますので、本市

の管を幾ら大きくしても下流のほうでも

う流れないという形になるので、現在は全

て整備したといたしましても、近年、時々

ある豪雨には対応できないという状況で

ございます。 

 あとマンホールの処分につきましては、

ここで計上させていただいておる分につ

きましては、古くからあるマンホールで、

撤去して新しいマンホールに取りかえて

いっているという状況ですけど、これの処

分につきましては、工事費の中でスクラッ

プ計上ということで、工事の中で金属の重

さが出るので、先ほどおっしゃられた、鉄
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を売ったら幾らするというのを設計額か

らマイナス計上するというような形で、工

事発注をしておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 現状、大雨というのは身

近な出来事になってきまして、１００年に

１度ぐらいだと言われていたような大雨

が頻繁に、日本中でですけど、同じ箇所で、

１か所で何回もというわけではないです

けど、見受けられるようになってきました。

環境の変化というのは地球上、日本も含め

てですけど、いっぱい変わっていっている

ところもありますので、その状況に合わせ

て、やはりそういう雨水の対策というのは

とっていかないといけないのかなと思っ

ています。 

 ただ、現状ですね、全部一気に取りかえ

ろというのは、確かに費用的に厳しいお話

ではありますので、ただ、その４０ミリで

すか、というのがどこまでの効果があるの

かというのは、少し疑問に感じるところで

はありますけど、でもやらないよりは、絶

対やったほうがいいとは思うんですね。 

 今後、今までの最近多い大雨が、この時

代だけの話で、１００年後は全然そういう

こともなくなったということであれば、問

題はないんですけど、可能性として否定は

できませんので、計画として考えておいて

いただけるような、未来の、１００年先、

２００年先ということは、２００年はさす

がに考えないと思いますけど、未来の子ど

もたちに財産を残すという意味でも、計画

は練っていっていただきたいなと思いま

す。 

 マンホールに関しては、スクラップ代の

分は経費からリサイクル費用というか、買

い取っていただいている分として計上さ

れているということで、よく理解できまし

た。 

 その辺、金額が幾らかどうかはわからな

いんですけど、僕が個人的におもしろいな

と思った他市の施策で、マンホールの蓋を

売りますという施策があるんです。不要に

なったマンホールをまちおこしの意味も

兼ねてでしょうけど、前橋市とかでは１枚

３，０００円とかで、売っていたりしてい

るんです。で、購入者の人に取りにきてい

ただいて、売ったみたいなんですけど、他

府県からも１９３件申し込み。１０枚のマ

ンホールに対して１９３件の申し込みが

あったと、これは水道事業のほうで言う話

かどうかはわからないですけども、そうい

った興行的な意味でのマンホールの取り

扱いの仕方もあるんだよということをお

話しさせていただきたいなと思っている

んです。 

 岡崎市のほうではマンホールを競りに

かけているそうなんです。個人的に問い合

わせさせていただいたら、競り自体はもう

終わっていて、入札価格が幾らだったんで

すかというふうに聞いたんですけど、個人

的には教えていただけなくて、幾らで売れ

たかどうかは、そのリサイクル費用を工事

業者に買い取っていただける金額を上回

るかどうかはわからなかったんですけど

も、そういった有効活用の仕方、そういう

のはニュースになっていたりもしますの

で、まちおこしの意味も兼ねて、１度検討

というか、考えていただければと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○水谷毅委員長 三好委員の質疑が終わ

りました。 

ほかに質疑ありますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、下水道ビジョン
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についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 水道ビジョンは、作成していただいて本

当に、水道の現状というか、施設、あるい

は管路の状況についてもよく把握できた

わけなんですけれども、この下水道のビジ

ョン、当然、今ある管路というか、そうい

ったものの評価もしていくということも

あるんだろうと思いますけれども、これと

あわせて現在の特に雨水排除の能力なん

か、いま一度見直しをしていきながら、ど

のような計画を立てていくのかというこ

とを明らかにしていくということなんだ

ろうというように思うんですけれども、改

めてその下水道ビジョンをつくるに当た

っての目的ですね、どういったことに主眼

を置いたものになっていくのか、これは代

表質問でも聞かせていただきましたけれ

ども、改めて平成３０年度予算の中でもお

聞かせいただきたいなと思います。 

 それから三箇牧鳥飼雨水幹線でござい

ますけれども、この取り組みにつきまして

は、平成３０年度で完了するということに

ついては当初から見込まれていたわけで

ございますけれども、この事業を取り組む

主な目的は、雨水の排除ですよね。しかし、

その副次的な目的として、今までこの大き

な工事になかなか職員の皆さんは携わる

機会が最近少なかったということがあり

まして、この工事を通じて職員の皆さんの、

今１度、その技術をあげていこうやないか

ということが、あくまで副次的な目的とあ

りますけれども、あったと思います。その

点については今どのように評価されてお

られるのか、少しその点についてもお聞か

せいただきたいなと思います。 

 それから東別府とありますけれども、こ

ちらはですね、私は平成３０年度の当初予

算の中で、当然載ってくるんだろうなと期

待をしておりました。当初からこの工事に

ついては非常に難しい工事なんだという

ことについてはお聞かせいただいており

ましたし、だからこそ下水道事業団に委託

して進めていくんだということについて

も、我々としても理解してきたところであ

ります。それで、もろもろの厳しさという

か、難しさといったものは重々にご理解さ

れた中で、平成３０年度の当初予算の中に

は、間に合わすような感じで今までも下水

道事業団とも協議を重ねてこられたと思

っていますし、調査も実際されてこられた

と思うんです。それがなぜ、今回当初予算

に持ってこなかったのかということにつ

いても、もう少し詳細にお聞かせいただけ

ればなと思います。 

 それから、調整区域のいわゆる汚水整備

でございます。 

 汚水につきましては、いわゆる人口普及

率で申し上げますと、もう９９％を超える

ようなところまで来ているのかなと。ただ、

面積整備率でいいますと、そこまで行って

ないという状況があるわけで、この調整区

域の汚水をどのように整備していくのか

ということは、残された、汚水に関しての

大きな課題になるのかなと思っておりま

すけれども、これは平成３０年度に限った

ことではなくて、従前から取り組まれてい

ることではありますけれども、改めて、平

成３０年度の取り組みでありますとか、あ

るいはその将来の見通しについて、お聞か

せいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員の１回

目のご質問にお答えさせていただきます。 

 下水道ビジョンにつきましては、水道事
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業でもお話させてもらったビジョンをつ

くらせていただきます。ただ、下水道ビジ

ョンにつきましては先ほど委員からもご

質問がございましたとおり、下水道ビジョ

ンにつきましては、今まで計画がなかった

ものを１からつくらせていただくという

ような状態、ただその中で目指すべき姿、

安定経営を目指した、経営の部分が含まれ

ております。そこで注視していきたいとこ

ろとしましては、下水道ビジョン、私ども

の市だけではなく、他市でも下水道ビジョ

ンをつくられてるような状態、その中でそ

れを土台にしながらではございますけれ

ども、基礎資料、情報収集とか整理をさせ

ていただきまして、それと先ほど嶋野委員

がおっしゃられたように雨水等々の事も

含めましての本市の地域特性の把握と今

後の課題、整理というところが中心になっ

てくるのかなと、その中には管路の長寿命

化の状況、またストックマネジメント、水

道事業ではアセットマネジメントであり

ましたが、そのストックマネジメントの取

り組み、維持管理計画、調査、点検といっ

た、マクロ的な内容が含まれてくる。その

中で下水道ビジョンをつくりながら経営

戦略に動かしていく中で、財政状況の今後

の見通しについては、検討を外せないかな

というところでございます。 

 その中でも取り組みの方針ですね、財政

状況の取り組み、もともと、端的な中長期

計画というのもございましたが、収支均衡

の中で、どういうふうに取り組んでいくか

というのを当然他市とのベンチマークも

含めながら情報収集して行っていきたい

と、それで最終的に本市のあるべき下水道

という形をつくり、また経営戦略という形

をリンクさせながら、計画を構築していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 嶋野委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず三箇牧の工事につきましては、近年、

本市では経験したことのない大変大きな

工事となっております。 

 現況、まだ立坑設置まで、本格的な推進

については始まっておらない状況なんで

すけど、本市でケコムと言いまして、鋼管

を沈めて立坑をつくるという工事で、通常

は現状職員で経験した大きさといったら

通常１．５メートルぐらいなんですけど、

この三箇牧につきましては４メートルと

いうような大変大きなもので、大変深いも

のをつくっておるという状況で、発進の立

坑につきましても、かなり矢板で大きなも

のをつくっている状況です。その辺につき

ましては、うちの現状の職員につきまして

も、現場を折々に中を見にいったり、その

辺は肌で触れて大きな工事についていろ

いろ経験をしておるところでございます。

今後もまた推進が始まってまいりました

ら、三箇牧につきましては１．８メートル

という大変大きな管を推してまいります

ので、その辺につきましても工事の過程に

つきましては現地に赴いて、肌で感じられ

るのかなと、これまでこんな大きな工事が

なかったので、すごく深いところに入って

まいりますので、下水道については安全帯

とかも装備してなかった状況ですけど、今

年度そういう装備も取りそろえて、中に入

って下まで安全におりられる状況を調え

て、現地をいろいろ観察、見学しておる状

況でございます。 

 次、東別府雨水幹線の当初の予算に間に

合わなかった詳細な状況につきましては、

東別府雨水幹線につきましては、住居と近
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接しているという状況で、今まで想定して

いたより、ちょっと深いところに管を通す

というので今検討を進めております。その

中で、ちょうど旧市民プール前のところで、

大阪広域水道企業団のほうで、薬剤注入等

がやっておる状況と同じことが起こらな

いかという確認を今進めておる状況なん

です。 

 摂津市については堆積した層なんで、可

燃ガス等が出るおそれがあると、そうなる

と当然工法も変わってくるし、その工法が

変わることによって費用が大幅に変わる

可能性があるので、そのリスクがないよう

に、確認のための追加調査をしておると、

急遽その調査を実施したことによりまし

て、当初予算の計上の時期までに総額を固

めることができず、補正のほうで債務負担、

及び補正予算という形で対応させていた

だきたいと考えておるところでございま

す。 

 あと調整区域の見通しにつきましては、

調整区域につきましては平成２９年度、今

年度から工事しておる状況でございます。

しかしながら、ことしの工事区間につきま

しては、最終的にはポンプで圧送をしない

といけないという区間になりまして、管と、

汚水ますは入れましたけど、ポンプの据え

つけについては平成３０年度の工事で予

定しておりますので、供用開始については

平成３０年度の工事が終わった後、平成３

１年の９月が最初の供用開始になってく

るのかなと考えておるところでございま

す。 

 調整区域につきましては、一応工事のボ

リューム的には、５年ちょっとぐらいかか

るかなというボリュームなんですけど、ほ

かの工事、雨水工事もございますし、全体

の工事計画とあわせまして、できるだけ早

期に多くの住民の方に、市民の方に使って

いただける状態を整えていきたいと考え

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 順番を変えさせてい

ただきますけれども、まず三箇牧鳥飼のこ

とにつきましては、折々に現場も確認して

いただいているということで、大変かつ具

体的なお話もお聞かせいただきました。あ

りがとうございます。 

 当初から当然、主な目的がありますけれ

ども、あくまでもそれとあわせて、今まで

なかなか最近はこんな大きな工事がなか

ったということで、職員の皆さんは肌感覚

で、その技術を学んでいくといったことが

大きな目的であったということ、ぜひ忘れ

ずに、また今回の経験を大切に、貴重なも

のとして継承していっていただきたいな

ということで、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それから東別府のことにつきましても、

具体的なことをお聞かせいただきました。

工法が変わる可能性があるんだというお

話ですよね。となってくると、何とか平成

３０年度内に補正予算を組んでという、そ

ういった方向性をお持ちなんですけれど

も、具体的な時期まではなかなかわからな

いですよね。下水道事業団といろいろと一

緒になって、現地を見ながら協議をしてい

かないとあかんわけですから。となると、

完成がいつになるのかなということにつ

いては、非常に、私としては残念だなとい

う思いもございますけれども、しかしここ

で、やっぱりしっかりとしたものをつくっ

ていくということが大切なんだろうと思

っておりますので、そこはしっかりと、ま

た現地調査も含めてやっていただきたい
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なと思うところであります。これは要望と

して申し上げておきたいと思います。 

 それから、調整区域での汚水の整備であ

りますけれども、平成３１年ですから来年

度ですね。来年度から供用開始できるかな

というところであります。それで、５年ぐ

らいかかるんだというお話でありますけ

れども、やはりこの調整区域の汚水整備に

つきましては、大変残された大きな課題だ

と思っておりますので、しっかりとこの点

につきましても進めていただきたいなと

思うところでございます。ありがとうござ

います。 

 それから最後に下水道ビジョンのこと

なんですけれども、基礎資料なんかの整備

をしたりであるとか、あるいはその地域特

性を把握していくというようなお話があ

ったと思うんです。で、この公共下水の会

計が、企業会計になってきたということで、

私はその大きなメリットというのは、今ま

で敷いてきた、その下水管だったりとか、

そこら辺の再評価できるというとこなん

だろうというように思っているんです。そ

ういったことを交えた中で、そうして今の、

特に雨水の整備については、まだまだおく

れているという条件もありますので、その

ことを踏まえて今後の計画を立てていく

ということなんだろうなと思うんです。そ

れとあわせて、汚水についても、ある一時

の、ペースを上げて整備をしていったこと

がありましたよね。その管が、もうそろそ

ろ耐用年数を迎えるというような時期に

差しかかっているのかなと思うんです。そ

ういったことも、今次評価をしていきなが

ら、計画を立てるということなんだろうな

というように思っているんですが、今回の

委員会をもって、石川理事が最後定年を迎

えられると、で、４月から嘱託員になられ

るということなんですけれども、これから、

委員会には来られないんですよね。という

ことで、答弁される機会がないと思います

ので、改めて、その東別府の雨水について

も、やはり相当思いを持って取り組んでい

ただいておりましたし、また、例えば、そ

のクリーンセンターの問題であるとか、非

常に難しいと思われていた問題も、次々と

クリアしていってこれたんじゃないかな

と思っているんです。 

 私は今回、その東別府のことについて、

残念だというお話をさせていただきまし

たけれども、しかしよくよく考えると、森

川市政が誕生した際には、この公共下水に

ついては、もうほとんど整備されていない

ような状況であったと、そこから急ピッチ

で工事を進めていって、何とかこういう状

況になってきたわけですよね。それで今バ

ブルがはじけて非常に厳しい状況もあり

ましたけれども、しかしそこを計画的に、

いわゆるその、元金償還を超えない範囲で

起債をはっていくとかいうようなことを

工夫されながら、何とか今の状況までこぎ

つけてきたのかなと思うところでござい

まして、今回ちょっと残念だというお話を

させていただきましたけれども、その一方

で、よくここまできたなというのは、正直

私は思っているところでございます。 

 改めて最後に、理事から、今後、下水道

ビジョンをつくっていくわけなんですけ

れども、今後の課題であるとか、その展望

について、最後お聞かせいただければなと

思いますので、最後、静かに終わらせてい

ただきたいというお話はお聞かせいただ

きましたけれども、ぜひ、最後お願いした

いなと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石川理事。 



- 41 - 

 

○石川上下水道部理事 私が摂津市に奉

職したのは昭和５６年ということで、その

当時はまだ下水道普及率も一桁台だった

んですけれども、今や９９％、汚水管、合

流管については概成したと、調整区域のほ

うまでやっていってるという状況なんで

すね。一方で、雨水については水路を活用

して、一定の浸水対策はとれてるとはいう

ものの、下水道計画に基づく整備というの

は、まだまだこれからということで、三箇

牧であったり東別府、これを喫緊の課題と

して今やろうとしております。 

 東別府なんですけども、先ほど課長が説

明しましたように、非常に難しい路線と言

いますか、家屋も近接しているし、それか

ら上部は水路で、地盤は軟弱である、   

線区間がある、新幹線横断はあるというこ

とで、事業団には委託しておりますけれど

も、事業団のほうでもいろいろ方法等は考

えてくれております。その中で、一応、管

の埋設位置等は案としては当然持ってお

りますし、その埋設部分に、先ほど言いま

したような可燃性ガスが発生するおそれ

があると、それがもしあるとなれば、工法

等、大きく変更される、事業費にも当然影

響する、工期にも影響する可能性がある、

ということで、ガスがあるか、ないかとい

うことで、どちらかになる。それで、どち

らでもいけるように、今事業団のほうでは

検討してくれています。その結果さえわか

れば、もうこうなりますということで、議

会のほうに上程できると思ってます。 

 工事総額、それから工法については今の

段階では申し上げられませんけども、平成

３０年度中には発注をさせていただこう

と考えております。 

 そういった雨水整備もさることながら、

老朽化対策、昭和４６年から下水道工事を

やってきておりますので、早いものでいけ

ば、あと数年で５０年という耐用年数に達

してしまう。耐用年数に達したからすぐど

うこうなるということでもないんですけ

ども、ただ、当然老朽化が進めば、いろい

ろ問題も出てくるし、下水道管に起因する

道路陥没というのも全国的にもふえてる

ということから、平成３０年度には点検、

調査もかなりふやしていくと、点検、調査

をどんどんふやせば、当然それに伴って修

繕もふえていくということになるわけで、

ある程度やってみないとそこら辺、点検、

調査の計画はつくったとしても、その後の

修繕計画となると、またその結果によって

大きく変わってくる可能性があります。 

 ただ、スピードはどうであれ、そういっ

た老朽化対策をちゃんとやっていかなけ

れば、下水道の安定的なサービスの提供と

いうのはできないわけなんで、これも大き

な課題でございます。 

 さらに水道でも言われてます地震対策

ですね、これについても阪神大震災以降、

下水道の指針も見直しがされてきており

まして、今の設計の中ではそういった地震

対策、具体的にはマンホールと管渠の接続

部分、これを可とう性を持たせることによ

って管を守っていこうということなんで

すけども、そういった地震対策ができてる

管渠もあれば、それ以前に布設した管渠は

そういった対策はできておりません。です

から、そういった既存の管路の耐震性の向

上ということも考えていかなければなら

ない。長寿命化であったり、更新するとき

は、そういった対策も一定できるんですけ

ども、それ以前に取り組むべき管渠がある

のか、ないのかというような調査も、耐震

診断も、今後は考えていく必要があるんだ

ろうなと思っております。 
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 どちらにしてもそういった、今後の老朽

化であったり、それから浸水対策、それか

ら地震対策、こういったものをビジョンの

中である程度方向性をお示しして、戦略の

中でそれを具体的に、どんな形で実施して

いくのか、そのときの収支状況はどうなる

のか、そういった検討を加えながら、戦略

等も策定していく必要があるだろうと思

っております。 

 今年度から企業会計を適用して、今まで

以上に計画的にやっていこうということ

で、やっとそのスタートラインに立ったと

いうことなので、今後、職員の方には、大

変大きな課題なんですけども、頑張ってい

ただきたいなというのが私の思いでござ

います。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 いろいろと答弁とい

うか、語っていただきまして、ありがとう

ございました。 

 私はたかだか、ここに来て１６年、１７

年の話になりますけれども、そのときは本

当に、よく市長がおっしゃいますけど、摂

津市が第２の夕張市になるんやというこ

とが、大きな課題でありまして、その大き

な要因として、この下水道整備のことがあ

ったと思います。そこで、あんまりの急ピ

ッチで整備をしたがために、しかしその後、

予想もせずバブルがはじけてしまったと

いうことがあって、多額の借金を背負うこ

とになったと、何とかしてこれをせないか

んと、資金計画も出せというようなお話が、

当時の建設常任委員会の中では、そういっ

た話題が本当に主力だったのではなかっ

たのかなと思っています。 

 それから見るとですね、今の状況は大変

に皆さんご努力をいただいて、ここまで来

たなと、私は本当にそこについては、高く

評価もさせていただいているところでご

ざいます。じゃあしかし、この先が明るい

のかといいますと、先ほど申し上げました

ように、例えば鳥飼地区はもう一気に区画

整理を行いましたから、あそこの管は一気

に耐用年数を迎えていくというようなこ

ともございますし、摂津市全体がそういう

状況にあるわけで、だからこそ、企業会計

にしてですね、だからこそ、今の段階で下

水道ビジョンもつくっていかなあかんね

やと、その中で修繕計画もつくっていくと

いうことなんだろうというふうに思って

おります。 

 今後、今までのですね、本当にいろいろ

なことをなし遂げて来られた皆さん方の、

そのさまざまな英知を結集して、これから

の下水道ビジョンについても、つくってい

きながら、しっかりと市民生活に迷惑をか

けないようなサービスを提供していくと

いったことが求められているとこでござ

いますので、ぜひまた理事におかれまして

も、引き続き嘱託員として、またいろいろ

とアドバイス等いただけたらと思うとこ

ろでございますし、また皆さんもしっかり

と、今回のビジョン、つくることに当たっ

て、改めて今置かれている摂津市の公共下

水の状況についても客観的に捉えていた

だいて、しっかりと着々と業務に当たって

いただきたいなということを申し上げて、

終わらせていただきます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 石川理事、最後の委員会だ

ということでございまして、総括的なお話

もいただきまして、ありがとうございます。

私のほうから、また少しお伺いをしたいと
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思います。どうしてもこれには触れなけれ

ば、触れざるを得ないわけなんですけども、

上下水道の使用料の問題です。 

 上水道のほうでも見解をお伺いいたし

ました。下水道については、とりわけ下水

道使用料というのは、今、嶋野委員からの

ご質問やご答弁からもありましたように、

住民が文化的で清潔に快適に生活をして

いくという上で、下水道の整備というのは、

やはり重要なもので欠かせない、大事な社

会資本整備ということで、歴史的ないろん

な経過のもとでおくれていた摂津市で、急

激に進められてきた。そのツケが多額の借

金となって、償還金払い等々で財政運営、

ご苦労されていることだと思いますし、そ

の分が下水道使用料として、市民に対して

も一定、負担がのしかかっていると。一時

期は３年ごとの値上げをするような計画

もありながら、値上げ幅、値上げをしなが

らも値上げ幅を抑えるというような政治

的な判断もされてきて、今日に至っている

かと思います。そうした経過を見ながら、

やはり同時にやっぱり市民生活から見た

使用料、上下水道料金ということにも、や

はり目を向けて、意見として言わなければ

ならないなというふうに思っております。 

 下水道の使用料を見ますと、水道料金よ

りもさらに北摂７市の中で比べますと、や

はり高位にございます。使用量によっては

水道料金と同じように、月々の使用量の少

ないご家庭には負担は比較的低目に見て

いるということで、北摂７市の中でも中位、

もしくは低いほうになっておりますが、や

はり中間層ですね、１か月１０立方以上か

ら２０立方、３０立方の水道使用量に当た

るご家庭になりますと、北摂でも断トツの

一番高い使用料となっております。 

 政策的に下水道の整備を急激に進めて

きた、そして償還、さまざまな起債返還の

際には、平準化債なども使いながら、いろ

いろ政策的に政治的な判断によって運用

されているということとあわせて、市民生

活を見たときに、下水道使用料についても

政策的に一定の層に負担軽減を図ってい

くということも、私は１つの選択肢ではな

いかなと思っています。中長期のこれから

ビジョンを立てられるという中で、社会資

本として、市民生活を支えている大事な資

本であると同時に、市民生活の中での負担

感を軽くして、市民生活を支えるという観

点からの視点も、私は必要だと思いますの

で、ちょっとその点のお考えを、最初にお

伺いしておきたいと思います。 

 それから、その後はちょっと個々のお話

に、簡単といいますか、個別の基本的な質

問もあわせて、させていただきたいと思い

ます。 

 東別府雨水幹線は今、お話がありました

ので、私のほうからも早期に整備のほうが

完了するように、努力をしていただきたい

ということは要望しておきたいと思いま

す。 

 それで、公共下水道の工事ですね、普及

率がかなり進んできている中で、平成３０

年度、公共下水道工事が２億８，７００万

円ほどの予算が組まれています。前年比か

ら比べると約８，０００万円減っておりま

す。この中身ですね、整備が大分進んでい

る中で、この中の中身について、お教えを

いただきたいというふうに思います。 

 それから、これは大変基本的なことだと

思います、管渠費の中にあります下水道管

しゅんせつ外委託料ですとか、下水道管渠

内調査委託料、工事請負ではマンホール蓋

補修工事が計上されていますが、受託事業

費として雑排水管調査業務委託料、雑排水
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管しゅんせつ委託料、また工事請負で雑排

水管改修工事というふうにあります。これ

は下水道管と雑排水管、受託工事と管渠内

工事ということだと思うんですけど、ちょ

っとその辺の具体的な中身の違いという

ものを、最初に教えていただきたい。基本

的なことで申しわけありません。 

 それから、普及促進として、水洗便所改

造助成金が５０万円の計上となっていま

す。既に下水道の整備のほうが、人口普及

率でほぼ１００％に近いところまで普及

される一方で、公共下水が目の前まで来て

いるけれども、ご自宅の水洗便所化という

のに切りかえていくという点で、まだまだ

課題が残っているんではないかなという

ふうに思うんですけども、その水洗便所へ

の切りかえがされていないところと、され

ているところ、その辺の伸び、この間の伸

びとか、今の到達を教えていただきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

１つ目の質問でございます。先ほどに続き

まして下水道使用料の件でございます。当

時、下水道の公共工事、市の施策というか、

大きな柱の事業だったと思います。その間、

当時、最高、平成１１年の企業債の残高は

５４０億円、現在、今年の平成３０年度末

で大体３００億円を切ってくるのかなと

いう、２００億円強の企業債を償還してき

たというようなところでございます。 

 当然その当時からの起債の償還という

のは、当時どれだけ借りているかというの

は、市としても把握していたという状況、

償還していかないといけないという状況

の中で、どこの層で負担するかというと、

今おられる方々に負担していただく、使用

料としてどういうふうにしていくかとい

うところが難しいところでございますが、

その間、下水道の値上げ等々もございまし

た。 

 今、雨水のほうにしましては、全額一般

会計のほうから繰入金で負担していただ

いて、今問題なのは汚水のほうという形で

ございますが、汚水のほうにつきましては、

水道ほどでもないんですけど、使用量の少

ないところは高位ではないと。安藤委員が

おっしゃっている中間層、そこの分につい

ては、一定、高い。大阪府下でいいますと、

北摂では高いんですが、府下でいいました

ら中間ぐらいのところで実施していると

ころでございますが、その辺を中長期的に

市民生活の負担、日々の生活の中で上水、

ライフラインの上下水道料金というのは、

生活の中心にはなってくるかと思うんで

すけども。 

 この辺につきましても、下水道使用料、

当面企業債、過去の企業債等々ございまし

て、やっとこの企業債の借換債等々の状況

が、先が見えてきたというような状況の中

で、これから中長期的に、今回、下水道ビ

ジョン等々つくらせていただきまして、計

画を立てていかせていただく中では、現状、

大変厳しい結果も出るかと思います。下水

道ビジョンでも、一定解決策はというとこ

ろは。今、一般会計の補助金もいただいて、

できるだけそこの部分については、当時の

企業債の多額の分を補塡していただいて

いる状況、その一般会計の補塡の状況と、

一般会計との交渉も含めながら、抑制には

つなげていきたいと考えておりますが、中

長期的な考え方につきましては、先行きま

だまだ不透明な部分が多いのかなという

考えを持っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 安藤委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、公共下水道工事の工事請

負費についての減額の内容でございます。

この平成２９年度からの大きな減額の要

素といたしましては、三箇牧鳥飼雨水幹線

の工事ボリューム、当該年度が小さくなっ

ているというところでございます。来年度

につきましては、汚水整備といたしまして

は、先ほどからお話がありました調整区域

の工事と、あと鳥飼和道のほうで汚水の予

定をしております。あと、東別府等での雨

水工事の予定をしておる状況でございま

す。 

 ２点目の、公共下水道管理事業と雑排水

管管理事業、この中身。雑排水管につきま

して受託事業ということで、雨水について

は公費、汚水については受益者から使用料

をいただいて、事業を賄うという区分であ

りまして、雑排水管につきましては、雨水

工事、雨水管にかかわる調査とか、マンホ

ールの取りかえ、しゅんせつ、そのあたり

の委託料を計上しておる形になっており

ます。 

 あと、水洗化の状況につきましては、現

在、９５．５％ということになっておりま

して、あと残りの部分につきましては、や

はり持ち家ではないとか、ちょっとそうい

う形で独自にできないとか、あと家が老朽

化していて、次、建てかえるとかいう状況

の方が主になってきているという状況で、

あと近所からの浄化槽の、管理の状況が悪

いとかいうことでのお話があった場合に

は、下水道への切りかえの啓発等、一定貸

付金とか、その辺の手続があるとか、その

改造の排水設備の業者のリスト等を持っ

て、啓発等の活動を行っておるという状況

でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 使用料の件では、この間も

何度も議論もしてまいりましたし、一定の

部長を初め課長側の見解などもお伺いを

しております。その分、全く私も理解しな

いということではございません。一定理解

をしつつ、しかし両面を見る必要があると

いうところから、市民の暮らし、それから

市民の願いという形で請願として出てき

ているという経過もありますので、引き続

いて水道ビジョンの見直し、また下水道ビ

ジョンの策定では、やはり整備や更新など、

それから財政的な問題というのも、非常に

困難なものが出てくるとはおっしゃいま

したけれども、それと同時に、市民の生活

を支えている大事なお仕事だということ

という視点で、料金の抑制であったり、可

能性を見つけて、市民負担の軽減というこ

とを、検討していただきたい。これは意見

として申し上げておきたいと思います。 

 それから、普及促進で９５％と。私も認

識不足しておりましたんですけども、公共

下水が通ったところで９５％のご家庭で

は、既に水洗便所化されているということ

で、これも大分前進しておられているのか

なというふうに思います。今後、例えば貸

し家であったり、それからおひとり暮らし

の高齢者宅、もう私一人だから大丈夫だわ

というようなご家庭も、一部残されている

かと思います。同時に、しかし、やっぱり

清潔で、地域全体の衛生的な社会、地域社

会を築いていくという上では、できる限り

やっぱり水洗化を進めていくというため

に、いろいろな啓発事業であるとか、また

は高齢者の方に対しては貸し付けという
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ことになれば、返済ということがついて回

ってくるわけで、そういう方々に対しての

援助をして、水洗化を図るような道はない

のかというのを、少し検討の中に入れてい

ただきたいなというふうに思うんですけ

ども、ちょっとそのことだけ少しお聞かせ

いただきたいと思います。 

 管渠費の下水道のしゅんせつのことと、

それから受託事業としての雨水管整備に

よる雑排水管の違い、非常に根本的なお話、

ありがとうございました。わかりました。 

 これは地域の中で、少し問題になってい

ることがありまして、実はこれも恐らく環

境にかかわる話になるのかもしれません。

最近、ネズミが非常に地域の中で発生をし

ております。住宅の中、部屋の中にもネズ

ミが出没しまして、食べ物をかじったりと、

小さいお子さんがいらっしゃる家であっ

たり、または衛生上の問題であったり、地

域の中で大きな問題になっています。 

 そんな中で環境のほうともお話をして

いますと、ゴキブリなどの害虫とあわせて、

マンホールであったり、下水道のほうの消

毒などを、ちょっとやらなければいけない

かなというようなお話もお聞きしており

ます。ネズミの駆除となりますと、非常に

難しい問題があるかと思うんですけども、

分野が違うのかもしれませんが、雑排水の

しゅんせつ、下水道のしゅんせつ、調査な

どで、そういう害虫であったり、ネズミの

ような地域の生活の中で、ちょっと問題に

なっていることが、下水道とかかわりが、

しゅんせつや調査、もしくは清掃ですね、

しゅんせつ、清掃とかかわりがあるんであ

れば、お考えをお聞かせいただけたらと思

います。お願いします。 

○水谷毅委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 安藤委員、２回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、水洗化についての、ひとり暮らし

の方、高齢者とかの対応につきましては、

排水設備につきましては、どこまでいきま

しても個人の財産ということになります。

本市で今整えておる対応といたしまして

は貸し付けを、改造の資金の貸し付けとい

うところを持っておる形でございます。そ

の中で、無利息での３６回の支払い、３年

間分割という形で、何とか対応していただ

けるような形で、お話に上がってまいるこ

とになるのかなと考えておるところでご

ざいます。 

 ２点目の、しゅんせつ等でのいろいろ雑

排水管、公共下水管、雨水管での問題とい

うことでありますけど、その中でネズミと

か、そういう状況でそういうのが発生して

いるという状況は、見られたという経験は

ございません。ただし、このごろちょっと

問題があるなというのが、汚水管につきま

しては、家庭の排水の中に食用の油を流さ

れるとか、そういうのが下水管の中に堆積

してしまって、それが原因で汚水管が詰ま

ってしまうという事象が見られておると。

その辺の対応、対策がかなりの頻度で発生

しておるというとこで、下水道のほうでも

水道とともに、環境フェスティバルとかに

出展いたしまして、その辺の油を流さない

とか、そういうような辺の啓発等しておる

状況なんですけど、ホームページにも、こ

ういう塊が詰まって、下水道管が塞がって

るよというような啓発はしておるところ

なんですけど、なかなか市民のほうでは理

解していただけない状況、これぐらいだっ

たら大丈夫なのかなということの積み重

ねで、下水道の本管につきましては、２０

センチぐらいなんで、簡単に詰まってしま

うという状況が、市内何か所かで、二、三
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か月に１回、大きな詰まりがあって、対応

しているという状況、それが今の管渠調査、

管渠清掃をしている中での課題かなと思

っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございました。

今ご説明いただきました、分野がまたがる

ようなお話であったんですけども、どうし

ても水道管にしても、下水道管にしても、

私たち、日常的に生活の中で非常に重要な

役割を果たしているものが、実際には流し

ていくところ、また流れてくるところは目

に見えないということもあって、やっぱり

市民に対して、こういった状況になってい

るというような啓発というのは、重要だな

と思います。 

 ごみ行政の場合でありましたら、分別で

あったり、さまざまな啓発活動も見えやす

くて、市民と協働して進めていくというこ

とが、その間、進められてきたというふう

に思いますので、今、下水道に流すものに

ついても、下水管の整備が自分たちの生活

に直接かかわるということなども、同じよ

うに啓発を強めていただくということも

重要だなと、今、ご答弁を聞いて思いまし

た。そういった啓発活動のほうも、力を入

れていただきたいと思います。このぐらい

にしておきます。終わります。 

○水谷毅委員長 安藤委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ちょっと意見だけ言わ

せていただきたいと思います。 

 嶋野委員からもありましたけれども、

我々も１６年、１７年足らずの議員という

ことで、私はその前にもいろいろ仕事の関

係で建築の仕事をしていましたから、摂津

市役所にも来させてもらったことがあり

ましたけれども、この新庁舎ができる前は、

前にプレハブの庁舎がありまして、そこに

下水道職員の方がいらっしゃいましてね、

そして物すごい仕事をされてらっしゃっ

たのを、私は記憶に覚えております。眠ら

ない庁舎と言われたようでございまして、

夜間の工事も結構あったので、急ピッチで

仕事をされていたということでございま

した。 

 また、下水道工事をされたころ、ちょう

ど警察署のあの前の道路が、交差点の下を

のぞくと、下にブルドーザーが走っている

というようなことも私、見たことがありま

すが、あそこもごっつい大きな幹線なんか

も入れていただいたというふうに記憶を

しておりますが、そういう幹線から入れな

いといけなかったというふうなことで、多

額の起債を発行して、これは市民の一番の

ニーズであったということもあります。 

 昔は、ＪＲ千里丘駅をおりると、ふん尿

のにおいがするというようなことで、ばか

にされたようなことがあったようでござ

いますけども、そういう時代から、もう今

本当に９５．５％というところまで普及を

させていただいたと。まさにその生き字引

が石川理事だったんだろうなというふう

に、私は思うところでございます。 

 もう一つ、この場をかりて私、申しわけ

ないと思っていることは、心にこう残って

いることは、下水道料金徴収漏れの事件が

ありましたね。あれは別に、いたし方なか

ったんですけどね、私もちょっと指摘し過

ぎたなというふうに、いまだにちょっと心

に痛みがありましてね、あのときはもう大

変申しわけなかったなと思っております。

立場上、そうしないといけなかったので。
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そういうことで、また卒業されて、再びま

たしっかり後輩のために頑張っていただ

きますようにお願い申し上げまして、意見

とさせていただきます。本当にご苦労さま

でした。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第２０号所管分の審査を行い

ます。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、議案第２

０号、摂津市一般職非常勤職員等の勤務条

件等に関する条例等の一部を改正する条

例制定の件につきまして、提案内容の補足

説明を申し上げます。 

 職員が土曜日や日曜日などの週休日に

勤務する必要が生じた場合に、管理監督者

は振りかえによる週休日の確保、または時

間外勤務命令による手当の支給のいずれ

かを行うことになります。振りかえによる

週休日の確保を行う場合、同一週内で振り

かえをすれば、１週間の正規の勤務時間が

増加することはありませんが、業務等の都

合上、同一週内に振りかえができず、前４

週・後８週の間で振りかえをした場合、１

週間の勤務時間数が正規の勤務時間数か

ら増加することとなります。このとき正規

の勤務時間数から増加して勤務した時間

数について、通常の１００分の１００から

割り増しとなる部分だけ、つまり１００分

の２５の部分でございますけれども、この

分につきまして時間外勤務手当を支払う

必要があるために、所要の改正を行うもの

で、労働基準法に基づくものでございます。 

 本会議でもご説明いたしましたが、本改

正条例は大きくは３つの条文からなって

おり、総務建設常任委員会での審査となる

第１条及び第２条を除き、第３条に記載の

ある内容の主だったものについて補足的

にご説明申し上げます。 

 第３条は、企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の改正となっており、週休

日の振りかえにより勤務を命ずる日と同

一週内以外に週休日を振りかえる場合に、

１時間の正規の勤務時間を超えて勤務を

行った時間については、労働基準法で定め

る割り増し賃金分を時間外勤務手当とし

て支給する規定を設けております。なお、

１週間の勤務時間がフルタイムでない任

期付短時間勤務職員については、制度的な

均衡を図る観点から、割り増し分の時間外

勤務手当の支給は３８時間４５分に達す

るまでの間の勤務については、この限りで

ないとすることをあわせて規定をいたし

ております。 

 施行期日につきましては、議案５ページ

の附則において、平成３０年４月１日から

適用する旨を規定しております。 

 以上、議案第２０号の提案内容の補足説

明とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○水谷毅委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 改めて部長からご説

明いただきまして、単純な話なんですけれ

ども、まだ平成２９年度途中でありますけ

れども、現在の勤務実績を見ていった場合

に、この改正がなされることによって、具

体的にどの程度の影響額があるのかとい

うことについて、少しお聞かせいただきた
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いと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員からの

１回目のご質問でございます。上下水道部

におきまして、この条例改正によってどれ

ぐらいの影響が出るか。土、日、俗に言う

週休日の勤務という、上下水道部に限って

申しますと、環境フェスティバルとかが出

てくるのかなと。いろんな中で、均等にま

たああいうイベント的な中で、職員的にな

かなか厳しいものでございます。１つの課、

ほぼ全員が出勤しないといけない状態。そ

れは先ほど説明がございました前４週、後

８週の中で分配しながら、休みをとってい

くと。そこの部分で言うと、費用的という

か、１００分の１２５分の金銭的なものは

ございますが、代休がとれるかどうかとい

うところ、なかなか難しいところがござい

ますけども、基本的に時間外勤務手当、代

休制度を活用できない分にしては時間外

勤務手当で対応する部分が多いのかなと

いうふうに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 これは要望というか、

意見として申し上げたいと思いますけれ

ども、当然、今回の改正をすることによっ

て、手当の支給についても返ってくるわけ

でありますので、そこについてもしっかり

と見ていかなあかんわけですけれども、し

かし、なぜそういったことを今回条例とい

うか、法改正というか、されていくのかと

いう、その根本があると思いますので、そ

のことしっかりと踏まえていただいて、適

正な勤務環境つくっていただきたいとい

うこと、要望として申し上げておきたいと

思います。 

○水谷毅委員長 嶋野委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ありますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 １点だけお伺いしたいと

思います。 

 人間は生き物ですから、働いて、ずっと

働き続けることはできない。最近の過労死

の問題というのは、業務量が非常に多い中

で、少人数、少数精鋭という言葉の中で、

働き続けた中で心身が壊れて、健康を害す

る。または自死を選ぶような方が起きてし

まっているというような問題が起きてい

る中で、やはりきちんとした次の仕事に備

えるための休養というのをとることが非

常に重要だというのは同じ思いだと思い

ます。そういう意味では、今回きちんした

形で週休を振り返ることを選択できるよ

うにするというのは重要なことだと思う

んですが、そのためには、やはり限られた

人員の中で、週休を、振り替え日をとろう

とすると業務の支障を来さないように休

みはとろうと思うと、かなり無理が出てく

る可能性もあって、振り替えが絵に描いた

もちになりかねないなという心配もござ

います。せっかくこういうような法改正で

条例化されるわけですので、振り替えがし

っかりとれるように振り替えとりやすい

ようにしてもらうというような業務体制

も、非常に人数が少ない中で大変かもしれ

ませんけども、そういう努力もあわせてし

ていただくということを、これもう質問で

はなくて、要望として言っておきたいと思

います。 

○水谷毅委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 
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 暫時休憩します。 

（午後２時３４分 休憩） 

（午後２時３７分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第２５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 次に、議案第２６号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時３７分 休憩） 

（午後２時４１分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 出席者による賛成多数、

よって本件は可決すべきものと決定しま

した。 

議案第２号について可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第３号について可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第１０号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第１１号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第２０号所管分について可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第２５号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第２６号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 議案第３５号所管分について可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成、よって本件は

可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 
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（午後２時４２分 休憩） 

（午後２時４３分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。 

 平成３０年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついてご協議いただきます。 

 この件につきましては、先進事例等の情

報収集を行うとともに日程を調整させて

いただいた内容をもって、委員長案として

まとめましたので、ご提案させていただき

ます。 

 日程は、５月２２日火曜日から５月２３

日水曜日、視察市は、富山県射水市及び富

山県砺波市、射水市は、人口約９万３，０

００人、こちらでは下水道ビジョン及び下

水道長寿命化計画について視察を行いま

す。 

 射水市では、現在、下水道普及率９８．

４％となっており、今後、設備更新・管更

生など本格的な維持管理を計画的かつ効

率的な事業運営を実現するため、平成２４

年４月１日から企業会計方式を導入し、取

り組むべき課題や方向性を示す射水市下

水道ビジョン及び下水道長寿命化計画を

策定しており、事業運営について視察を行

います。 

 また、砺波市は、人口４万８，０００人、

こちらでは小・中学校における教員の指導

力向上の取り組みについて視察を行いま

す。 

 砺波市では、小・中学校における若手教

員の指導力・授業力を高めるため、計画的

に研修を実施する中、若手リーダーの育成

にも力を入れておられます。また、若手教

員の自主研修会のとなみ野教師道場にお

いても活発な情報交換などが行われてお

り、若手教員の意欲の向上につながってい

ることから、その取り組みについて視察を

行います。 

 以上のような視察案を提案させていた

だきましたが、委員の皆さんいかがでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 それでは、ただいまの協

議のとおり決定します。 

 暫時休憩します。 

（午後２時４５分 休憩） 

（午後２時５３分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 それでは、射水市において下水道ビジョ

ン及び下水道長寿命化計画について、砺波

市において、小・中学校における若手教員

の指導力・授業力向上の取り組みについて

の視察を行いたいと思います。 

 本委員会の視察につきましては、以上の

とおり実施することといたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査については、本会議最終日において、

閉会中に調査することが諮られます。 

 本委員会の所管事項については、学校教

育行政について、生涯学習行政について、

児童福祉行政について、上下水道行政につ

いて、平成３１年３月３１日まで、閉会中

に調査することにいたしたく思いますが、

異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 以上で、本委員会を閉会します。 
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（午後２時５４分 閉会） 
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